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序
章

は
じ
め
に

筆
者
は
、
昨
年
の
夏
た
ま
た
ま
、
台
湾
の
監
察
院
を
訪
問
す
る
機
会
を
得
た

(

日
本
政
治
学
会
理
事
・
酒
井
正
文
団
長
引
率
の
も

と
に
日
本
経
営
実
務
法
学
会
・
波
光
巌
理
事
長

[

当
時]

を
メ
ン
バ
ー
に
含
む
台
湾
調
査
団
に
同
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
参
照
、

本
誌
四
一
巻
二
号
一
二
三
頁
・
恩
地
紀
代
子

｢

台
湾
・
監
察
院
見
学
記｣)

。
以
下
は
、
主
に
、
そ
の
折
り
入
手
し
た
資
料

(

�)

に
基
づ
き
、

ひ
き
つ
づ
き
監
察
院
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

台
湾
の
政
治
制
度
は
、
わ
が
国
と
異
な
り
、
五
権
分
立
で
あ
り
、
立
法
権
・
司
法
権
・
行
政
権
の
ほ
か
に
、
監
察
権
、
考
試
権

(

�)

が

あ
る
。

監
察
院
は
、
五
権
憲
法
に
よ
っ
て
、
独
立
し
て
職
権
を
行
使
し
、
五
権
の
う
ち
の
監
察
権

(

行
政
機
関
の
業
務
・
施
設
等
や
公
務

員
の
行
動
を
監
督
す
る
等
の
権
限)

を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
。
監
察
院
は
、
監
察
権
を
行
使
す
る
た
め
、
市
民
の
苦
情
申
立
を
受
け

付
け
て
調
査
し
た
り
、
中
央
・
地
方
行
政
機
関
に
対
し
巡
回
監
督
を
行
な
っ
た
り
し
て
い
る

(

�)

。
例
え
ば
、
①
市
民
の
苦
情
申
立
を
受

け
て
、
そ
の
公
務
員
に
不
適
切
な
行
為
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
、
違
法
行
為
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
弾
劾
を
行
な

う
。
②
あ
る
公
務
員
が
、
そ
の
ポ
ス
ト
に
相
応
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
他
の
ポ
ス
ト
に
移
す
よ
う
、
そ
の
公
務
員
の
属
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す
る
機
関
の
長
に
要
請
す
る
。
こ
の
要
請
を
受
け
た
機
関
の
長
は
、
そ
の
公
務
員
を
他
の
ポ
ス
ト
に
移
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
監

察
院
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
監
察
院
は
そ
の
他
に
も
、
③
中
央
・
地
方
の
行
政
機
関
に
対
す
る
巡
回
監
督
を
行
な
う
。

地
方
の
行
政
機
関
に
対
す
る
巡
回
監
督
は
、
監
察
院
に
属
す
る
監
察
委
員
が
、
数
名
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
行
な
う

(

監
察

委
員
は
、
院
長
・
副
院
長
を
含
め
て
二
九
名
お
り
、
監
察
委
員
に
な
る
た
め
に
は
、
年
齢
三
五
歳
以
上
で
、
中
央
議
員
・
地
方
議
員
・

裁
判
官
・
公
務
員
・
大
学
教
授
の
職
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
か
、
専
門
職
・
技
術
職
の
高
等
文
官
試
験
に
合
格
し
従
事
し
た
者
で
あ

る
な
ど
、
一
定
の
資
格
要
件
を
充
足
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
察
院
組
織
法
三
条
の
一
。
従
前
は
選
挙
に
よ
っ
た
が
、
現
在

は
政
治
的
任
命
で
、
任
期
は
六
年
で
あ
る)

。
監
察
委
員
は
、
地
方
を
巡
回
監
督
す
る
際
に
も
、
地
方
の
行
政
機
関
を
視
察
す
る
だ

け
で
な
く
、
直
接
市
民
の
苦
情
申
立
を
受
け
付
け
て
い
る
。

第
一
章

監
察
の
歴
史
と
展
望

監
察
は
、
中
国
で
独
自
に
発
展
し
た
制
度
で
あ
る
。
中
国
の
監
察
制
度
の
歴
史
は
か
な
り
長
い
。
ま
ず
、
秦
・
漢
の
時
代

(

紀
元

前
二
四
六
年
〜
紀
元
前
二
〇
六
年
・
紀
元
前
二
〇
六
年
〜
紀
元
二
二
〇
年)

に
、
御
史
府

(

台)

が
組
織
さ
れ
、
中
央
の
行
政
組
織

の
監
察
権
を
掌
握
し
、
御
史
が
監
察
業
務
の
任
に
あ
た
っ
た
。
君
主
独
裁
制
の
下
で
の
監
察
機
関
は
君
主
の
奴
隷
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
御
史
に
つ
い
て
も
、
皇
帝
の
ス
パ
イ

(

皇
帝
権
力
の
維
持
と
い
う
必
要
悪)

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

隋
・
唐
の
時
代

(

五
八
一
年
〜
六
一
八
年
・
六
一
八
年
〜
九
〇
四
年)

に
は
、
監
察
機
関
と
し
て
御
史
台
が
設
置
さ
れ
、
主
に
文
武

官
僚
の
監
察
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
明
・
清
の
時
代

(

一
三
六
八
年
〜
一
六
六
四
年
・
一
六
六
四
年
〜
一
九
一
一
年)

に
は
、

御
史
台
に
代
え
て
都
察
院
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
地
方
監
察
制
度
が
徹
底
さ
れ

(

地
方
統
治
の
掌
握)

、
中
央
の
都
察
院
か

ら
、
各
道
巡
按
御
史

(

中
央
官
僚)

が
派
遣
さ
れ
る
と
、
地
方
で
官
の
横
暴
に
よ
り
冤
罪
等
に
苦
し
ん
で
い
た
市
民
は
、
彼
ら
を
正
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義
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
、
彼
ら
が
巡
回
し
て
く
る
の
を
待
ち
望
み
、
窮
状
を
訴
え
る
風
潮
も
生
じ
た
と
い
う

(

�)

。
そ
の
後
、
孫
文
が

五
権
憲
法
を
提
唱
し
、
監
察
院
が
設
け
ら
れ
て
今
日
ま
で
、
監
察
制
度
の
歴
史
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
わ
た
る
。

現
在
、
監
察
院
は
、
市
民
向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

『

監
察
院
は
あ
な
た
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
？

(

監
察
院
能
為�

做
什
麼
事

？)』

の
な
か
で
、
良
き
政
府
と
は
市
民
が
満
足
感
・
幸
福
感
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
政
府
で
あ
り
、
監
察
院
こ
そ
が
市
民
の
後

ろ
盾
と
な
っ
て
、
行
政
機
関
の
業
務
・
施
設
等
や
公
務
員
の
行
動
に
法
律
違
反
や
職
務
怠
慢
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
法
律
に
基
づ
き

弾
劾
・
譴
責

(

糾
舉)
を
行
な
い
、
あ
る
い
は
行
政
機
関
に
改
善

(

糾
正)

を
検
討
す
る
よ
う
促
す
と
述
べ
て
い
る

(

職
権
の
内
容

に
つ
い
て
は
後
述
、
第
二
章)
。
ま
た
、
監
察
院
は
、
自
身
に
つ
い
て
、
時
代
の
進
展
に
つ
れ
て
監
察
院
の
地
位
や
権
能
が
変
化
す

る
こ
と
を
前
提
に
、
た
だ
単
に
消
極
的
に
公
務
員
の
行
為
を
正
し
た
り
、
弊
害
を
取
り
除
い
た
り
、
業
務
を
推
進
し
た
り
す
る
だ
け

で
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
、
人
権
の
保
障
、
勧
善
懲
悪
の
推
奨
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
将
来
的
に
は
、
積
極
的
に
監
察
権
を
行
使
し

て
、
市
民
の
人
権
を
保
障
し
、
行
政
の
効
率
性
を
高
め
て
、
市
民
の
恨
み
を
取
り
除
き
、
監
察
院
は
慈
し
み
の
あ
る

｢

人
権
院｣

に

な
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

(

第
四
章
参
照)

。

第
二
章

監
察
院
の
職
権

監
察
院
は
、
憲
法
が
定
め
る
国
家
最
高
の
監
察
機
関
で
あ
り
、
そ
の
権
限
と
し
て
、
公
務
員
に
対
す
る
弾
劾
権

(

監
察
法
第
二

章)

、
譴
責
権

(

監
察
法
第
三
章)

を
行
使
す
る

(

�)

。
ま
た
、
監
察
院
は
、
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
の
業
務
・
施
設
等
を
調
査

し
、
監
察
院
の
関
係
委
員
会
に
お
け
る
審
議
・
決
定
を
経
て
、
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
に
対
し
て
、
改
善
策
を
提
示
す
る

(

監
察
法
第
四
章)

。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
任
務
を
果
た
す
た
め
に
、
監
察
委
員
は
、
市
民
の
苦
情
申
立
書

(

陳
情
書)

を
受
け
取
り
、

中
央
機
関
・
地
方
機
関
の
巡
回
監
督
や
調
査
等
を
行
な
う

(

�)

。
以
下
、
弾
劾
権
、
譴
責
権
、
改
善
策
の
提
示
等
に
つ
い
て
、
順
に
み
て

神戸学院法学 第42巻第１号
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い
く
。

第
一
節

弾
劾

監
察
院
の
弾
劾
権
の
対
象
と
な
る
の
は
、
中
央
機
関
の
公
務
員
と
地
方
機
関
の
公
務
員
で
あ
る
。
た
だ
し
、
監
察
院
が
弾
劾
権
を

行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
公
務
員
に
、
法
律
違
反
あ
る
い
は
職
務
怠
慢
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
央
機
関
・
地
方
機
関
の
公
務
員
に
対
す
る
弾
劾
事
案
は
、
憲
法
・
監
察
法
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
手
順
で
処
理
さ
れ
る
。

ま
ず
は
、
監
察
院
に
お
い
て
全
二
九
名
の
監
察
委
員
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
名
の
監
察
委
員
が
、
法
律
違
反
ま
た
は
職
務
怠
慢
が
明

ら
か
で
あ
る
と
判
断
す
る
公
務
員
に
つ
い
て
、
監
察
院

に
弾
劾
の
申
請
を
行
な
う

(

監
察
法
六
条)

。
そ
の
弾

劾
事
案
は
、
申
請
し
た
委
員
を
除
く
九
名
以
上
の
監
察

委
員
に
よ
っ
て
審
議
さ
れ
無
記
名
投
票
方
式
で
表
決
さ

れ
る
。
そ
の
結
果
、
法
律
違
反
ま
た
は
職
務
怠
慢
が
確

認
さ
れ
、
弾
劾
案
が
決
定
す
る
と
、
監
察
院
は
、
処
分

の
た
め
そ
の
事
案
を
司
法
院

(

�)

の
な
か
の
公
務
員
懲
戒
委

員
会
と
い
う
組
織
に
移
管
す
る

(

監
察
法
八
条)

。
当

該
公
務
員
の
処
分
は
公
務
員
懲
戒
委
員
会
で
審
議
さ
れ

る
(

監
察
院
が
、
弾
劾
さ
れ
た
公
務
員
の
違
法
行
為
が

刑
法
ま
た
は
軍
事
法
に
違
反
し
て
い
る
と
判
断
し
た
と
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き
は
、
監
察
院
は
、
当
該
事
案
を
公
務
員
懲
戒
委
員
会
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
法
律
に
基
づ
く
処
理
の
た
め
、
相
当
の
裁
判
所
ま

た
は
軍
事
裁
判
所
に
移
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い)

。

第
二
節

譴
責

け
ん
せ
き(

糾
舉)

監
察
院
の
監
察
委
員
は
、
公
務
員
に
職
務
の
停
止
ま
た
は
至
急
の
是
正
を
要
す
る
よ
う
な
法
律
違
反
あ
る
い
は
職
務
怠
慢
行
為
が

あ
り
処
分
に
値
す
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
委
員
一
名
以
上
で
譴
責
文
書
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
監
察
院
は
、
他
の
監
察
委

員
三
名
以
上
の
審
議
・
決
定
後
、
譴
責
事
案
を
、
譴
責
さ
れ
た
公
務
員
の
上
司
ま
た
は
責
任
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

監

察
法
一
九
条
。
も
し
も
、
譴
責
を
受
け
た
公
務
員
の
違
法
行
為
が
刑
法
ま
た
は
軍
事
法
違
反
に
関
係
す
る
と
き
は
、
処
分
の
た
め
相

当
の
司
法
裁
判
所
ま
た
は
軍
事
裁
判
所
に
移
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い)

。

譴
責
を
受
け
た
公
務
員
の
上
司
ま
た
は
責
任
者
は

(

司
法
裁
判
所
ま
た
は
軍
事
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
分
離
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き

刑
法
ま
た
は
軍
事
法
違
反
に
関
係
す
る
部
分
を
除
き)

、
譴
責
を
受
け
た
公
務
員
を
一
カ
月
以
内
に
公
務
員
規
律
法

(

公
務
員
懲
戒

法)

に
従
っ
て
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

監
察
法
二
一
条)

。

上
司
ま
た
は
責
任
者
は
、
譴
責
を
受
け
た
公
務
員
の
職
務
の
停
止
や
至
急
の
是
正
を
す
る
が

(

�)

、
そ
う
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
と

き
に
は
、
監
察
院
に
そ
の
理
由
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
、
譴
責
を
受
け
た
公
務
員
の
上
司
ま
た
は
責
任
者
が
法

律
の
規
定
に
従
っ
て
処
理
し
な
い
と
き
、
ま
た
は
そ
の
処
分
が
二
名
以
上
の
監
察
委
員
に
よ
っ
て
不
適
当
と
判
断
さ
れ
た
と
き
、
監

察
委
員
は
、
当
該
譴
責
事
案
を
弾
劾
事
案
に
改
め
、
譴
責
を
受
け
た
公
務
員
を
弾
劾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
、
譴
責
を
受

け
た
公
務
員
が
、
弾
劾
に
よ
り
処
分
さ
れ
た
場
合
は
、
譴
責
を
受
け
た
公
務
員
の
上
司
ま
た
は
責
任
者
は
職
務
怠
慢
の
責
任
を
負
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

監
察
法
二
二
条)

。
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第
三
節

改
善
策

(

糾
正
案)

の
提
示

監
察
院
が
改
善
策
を
提
示
す
る
対
象
は
、
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関

(

行
政
院
及
其
所
屬
各
機
關)

で
あ
る
。
行
政
院
お
よ

び
そ
の
下
部
機
関
の
業
務
お
よ
び
施
設

(

交
錯
及
設
施)

等
に
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
が
あ
る
場
合
に
、
改
善
策
提
示
権
が
行
使
さ

れ
る
。
監
察
院
は
、
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
の
業
務
お
よ
び
施
設
等
を
調
査
し
、
監
察
院
の
関
係
委
員
会

(

憲
法
九
六
条
は
、

｢

監
察
院
は
、
行
政
院
・
各
省
・
各
委
員
会
の
所
管
事
項
に
応
じ
て
若
干
の
委
員
会
を
設
け
、
一
切
の
施
設
を
調
査
し
、
そ
の
法
律

違
反
ま
た
は
職
務
怠
慢
の
有
無
を
注
意
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
規
定
し
て
い
る

(

�))

に
よ
る
審
議
・
決
定
を
経
て
、
そ
れ
ら
に
関
す

る
改
善
策
を
、
行
政
院
ま
た
は
そ
の
下
部
機
関
に
提
示
す
る

(

監
察
法
二
四
条)

。

行
政
院
お
よ
び
所
管
の
各
省
・
各
委
員
会
は
、
行
政
院
が
提
示
し
た
改
善
策
を
受
け
取
っ
た
と
き
に
は
、
直
ち
に
改
善
を
実
施
し

又
は
適
切
な
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
監
察
院
に
改
善
事
項
ま
た
は
措
置
に
つ
い
て
文
書
で
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
察
院

は
、
二
カ
月
以
内
に
回
答
が
な
い
と
き
は
、
関
係
委
員
会
の
決
議
を
経
て
、
回
答
責
任
者
に
対
し
そ
の
理
由
を
質
す
こ
と
が
で
き
る

(

監
察
法
二
五
条)

。
行
政
院
が
監
察
院
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
し
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
監
察
院
が
回
答
内
容
を
不
十
分
と
判
断

し
た
と
き
は
、
監
察
院
は
、
回
答
責
任
者
に
対
し
て
、
譴
責
あ
る
い
は
弾
劾
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
節

弾
劾
権
・
譴
責
権
と
改
善
策
提
示
権
の
相
違

す
な
わ
ち
、
以
上
の
よ
う
に
、
監
察
院
は
、
弾
劾
権
・
譴
責
権
お
よ
び
改
善
策
提
示
権
を
有
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
次
の
よ
う
に

相
違
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
弾
劾
権
・
譴
責
権
は
、
中
央
機
関
・
地
方
機
関
の
公
務
員
に
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
が
あ
る
と
き
に
、

監
察
委
員
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
、
懲
戒
機
関
に
弾
劾
さ
れ
、
あ
る
い
は
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
で
処
分
に
値
す
る
と
判
断
さ
れ
た
公

務
員
の
上
司
ま
た
は
責
任
者
に
公
務
員
に
対
す
る
譴
責
文
書
の
提
示
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
目
的
は
、
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
の
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公
務
員
を
懲
戒
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
改

善
策
は
、
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
の
業
務
お
よ

び
施
設
等
に
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
が
あ
る
と
き
に
、

監
察
院
の
関
係
委
員
会
の
審
議
を
経
た
あ
と
、
行
政
院

お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
注
意
改
善

を
促
す
。
し
た
が
っ
て
、
弾
劾
権
・
譴
責
権
は
人
に
対

し
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
改
善
策
提
示
権
は
事

柄

(

事
情)

に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
両

者
は
性
質
が
異
な
り
、
行
使
の
方
法
や
対
象
も
異
な
る
。

第
五
節

調
査

以
上
の
よ
う
に
、
監
察
院
は
、
憲
法
・
監
察
法
・
関

連
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
弾
劾
権
・
譴
責
権
を
行
使
し
、

改
善
策
を
提
示
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
調
査
の
過

程
を
経
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
監
察
権
を
行
使
す

る
た
め
に
は
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
監
察
院
に
は
、
法

律
に
よ
り
調
査
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
監
察
院
の
調
査
方
式
に
は
、
①
派
遣
調
査
、
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弾劾権 譴責 (糾舉) 権 改善策 (糾正案) 提示権

権限行使の根拠 公務員の法律違反ある
いは職務怠慢

公務員の法律違反ある
いは職務怠慢があり,
とりあえず停職または
至急の是正を要すると
き

行政院およびその下部機
関の業務・施設等に違法
あるいは職務怠慢がある
とき

権限行使の対象 中央・地方機関の公務員 行政院およびその下部機
関

提案・審査・決定 監査委員二名以上の提
案, 九名以上の審査・
決定

監査委員一名以上の提
案, 三名以上の審査・
決定

監察院の関係委員会の審
査・決定

移管機関 公務員懲戒委員会 公務員の上司・責任者 行政院およびその下部機
関

目的 懲戒処分 公務員懲戒委員会の規
定により処理し, とり
あえず停職または至急
の是正をすることがで
きる

行政の機関に注意改善を
促す

刑事部分 公務員の違法行為が刑
法・軍事法に違反して
いるときは, 同時に司
法裁判所・軍事裁判所
に移管して処理

公務員の違法行為が刑
法・軍事法に違反して
いるときは, 同時に司
法裁判所・軍事裁判所
に移管して処理

なし
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②
自
主
的
調
査
、
③
委
任
調
査
が
あ
る
。

派
遣
調
査

(

院
派
委
員
調
査)

は
、
監
察
院
が
派
遣
す
る
監
察
委
員
に
よ
る
調
査
で
あ
る
。
監
察
院
は
、
市
民
の
苦
情
申
立
書
に

記
さ
れ
て
い
る
事
項
を
調
査
す
る
た
め
に
、
輪
番
制
で
監
察
委
員
を
派
遣
し
て
調
査
を
行
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
監
察
院
会
議
・
各

委
員
会
会
議
の
決
議
に
基
づ
き
、
推
薦
あ
る
い
は
輪
番
で
監
察
委
員
を
派
遣
し
て
調
査
を
行
な
う
。
こ
れ
を
、
派
遣
調
査

(

派
査)

と
呼
ん
で
い
る
。
輪
番
派
遣
委
員
調
査
は
、
監
察
委
員
が
、
全
監
察
委
員
の
委
員
会
に
お
け
る
席
次
に
よ
り
順
に
持
ち
回
り
で
担
当

す
る
。
比
較
的
重
大
な
事
案
に
つ
い
て
は
、
監
察
院
あ
る
い
は
関
係
委
員
会
の
会
議
の
決
議
に
基
づ
き
、
推
薦
派
遣
委
員
二
名
な
い

し
三
名
の
小
グ
ル
ー
プ
が
組
織
さ
れ
、
調
査
が
行
な
わ
れ
る
。

自
主
的
調
査

(

委
員
自
動
調
査)

は
、
監
察
委
員
の
自
主
的
な
調
査
で
あ
る
。
監
察
委
員
は
、
市
民
の
苦
情
申
立
書
・
関
連
資
料

を
受
け
取
り
、
調
査
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
自
主
的
調
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
監
察
委
員
が
自
主

的
調
査
を
行
な
う
と
き
は
、
ま
ず
、
監
察
業
務
処
に
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
同
一
事
案
に
つ
い
て
す
で
に
監
察

院
に
よ
る
派
遣
調
査
あ
る
い
は
他
の
監
察
委
員
に
よ
る
自
主
的
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
監
察
業
務
処
は
、
そ
の
旨
を
、
登
記

し
た
委
員
と
、
す
で
に
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
委
員
と
に
通
知
し
、
当
該
事
案
は
共
同
処
理
さ
れ
る
。
も
し
も
、
監
察
委
員
が
自
主

的
調
査
を
申
請
し
た
事
案
が
比
較
的
特
殊
な
性
質
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
監
察
院
の
院
長
は
、
自
主
的
調
査
を
申
請
し
た
委
員
の
同
意

を
得
て
、
あ
る
い
は
申
請
し
た
委
員
の
情
報
に
基
づ
き
、
そ
の
特
殊
事
案
に
詳
し
い
委
員
を
指
名
の
う
え
派
遣
し
て
、
共
同
調
査
を

行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
監
察
委
員
は
、
一
人
あ
た
り
、
ま
だ
調
査
を
完
了
し
て
い
な
い
事
案
の
件
数
が
二
〇
件
を
超

え
る
と
き
は
、
自
主
的
調
査
の
登
記
申
請
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

委
任
調
査

(

委
託
有
關
調
査)

は
、
他
の
機
関
に
委
任
す
る
調
査
で
あ
る
。
監
察
院
は
、
必
要
と
判
断
す
る
と
き
に
、
特
定
の
事

案
あ
る
い
は
問
題
の
調
査
を
他
の
機
関
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
任
を
受
け
た
機
関
は
直
ち
に
調
査
を
開
始
し
、
調
査
の
結

続・台湾監察院見学記

151



(152)

果
を
文
書
で
監
察
院
に
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
察
院
は
、
二
カ
月
以
内
に
回
答
が
な
い
と
き
は
、
受
任
機
関
に
迅
速
処
理

を
す
る
よ
う
に
促
す
が
、
監
察
院
か
ら
の
督
促
を
受
け
て
も
、
受
任
機
関
が
回
答
を
し
な
い
場
合
に
は
、
監
察
院
は
委
任
調
査
を
派

遣
調
査
に
改
め
、
受
任
機
関
の
遅
延
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ち
な
み
に
、
監
察
院
が
調
査
権
を
行
使
す
る
対
象
に
は
、
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
・
公
務
員
の
ほ
か
、
司
法
院
・
考
試
院

お
よ
び
監
察
院
の
公
務
員
も
含
ま
れ
、
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
の
有
無
を
調
査
で
き
る
。
た
だ
、
監
察
院
は
、
検
察
庁
・
裁
判
所
が

捜
査
審
理
中
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
捜
査
非
公
開
お
よ
び
司
法
裁
判
の
独
立
の
精
神
を
尊
重
し
、
原
則
と
し
て
、
調
査
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
も
し
苦
情
の
対
象
に
汚
職
あ
る
い
は
重
大
な
法
律

違
反
・
職
務
怠
慢
の
嫌
疑
が
あ
り
、
し
か
も
直
ち
に
調
査
を
開
始
す
る
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
監
察
院
は
職
権
に
よ
り
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
節

巡
回
監
督

(

巡
回
監
察)

そ
の
他
、
監
察
院
は
そ
の
業
務
と
し
て
、
地
域
を
区
分
し
て
巡
回
監
督

(
巡
回
監
察)

を
行
な
う

(

監
察
法
三
条)

。
こ
の
業
務
は
、
監
察
院
巡
回

監
督
法

(

監
察
院
巡
回
監
察�

法)

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
中
央
機
関
の

巡
回
監
督
と
地
方
機
関
の
巡
回
監
督
に
分
け
ら
れ
る
。
中
央
機
関
の
巡
回

監
督
の
対
象
と
な
る
の
は
、
行
政
院
・
司
法
院
・
考
試
院
お
よ
び
そ
の
下

部
機
関
な
ど
、
監
察
院
が
設
置
し
て
い
る
関
係
委
員
会
の
業
務
に
関
連
す

る
中
央
機
関
で
あ
る

(
�)
。
地
方
機
関
の
巡
回
監
督
の
対
象
は
、
各
省
・
各
管
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グループ別 巡回監督地域 委員数

第１組 台北市 ２名

第２組 高雄市 ２名

第３組 新北市 ２名

第４組 桃園県 ２名

第５組 新竹市, 新竹県, 苗栗県 ２名

第６組 台中市 ２名

第７組 南役県, 彰化県, 台湾省政府 ２名

第８組 雲林県, 嘉義県, 嘉義市 ２名

第９組 台南市 ２名

第10組 塀東県, 澎湖県 ２名

第11組 基隆市, 宜蘭県 ２名

第12組 花蓮県, 台東県 ２名

第13組 金門県, 連江県, 福建省政府 ２名
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轄
市
・
各
県

(

市)

政
府
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
で
あ
る
。

監
察
委
員
の
巡
回
監
督
の
主
要
な
任
務
は
、
①
各
機
関
の
政
策
・
計
画
・
予
算
執
行
状
況
、
②
重
要
な
政
令
の
執
行
状
況
、
③
公

務
員
の
法
律
違
反
と
職
務
怠
慢
の
有
無
、
④
改
善
策
の
執
行
状
況
、
⑤
市
民
の
生
活
お
よ
び
社
会
状
況
、
⑥
市
民
の
苦
情
申
立
事
案

の
処
理
お
よ
び
そ
の
他
の
事
項
、
を
監
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

監
察
委
員
に
よ
る
地
方
機
関
巡
回
で
は
、
台
湾
、
澎
湖
、
金
門
、
馬
祖
の
地
域
が
一
三
の
巡
回
地
域
に
分
け
ら
れ
、
一
地
域
単
位

で
、
各
地
域
に
地
方
巡
回
監
督
グ
ル
ー
プ
と
し
て
委
員
が
若
干
名
ず
つ
配
置
さ
れ
る
。
各
委
員
に
は
、
特
定
の
巡
回
監
督
責
任
区
域

が
割
り
当
て
ら
れ
、
各
グ
ル
ー
プ
は
、
年
に
一
度
、
輪
番
制
で
交
代
す
る
。
筆
者
が
同
行
し
た
調
査
団
に
配
布
さ
れ
た
資
料
に
よ
れ

ば
、
当
時
の
巡
回
監
督
グ
ル
ー
プ
は
、
右
上
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

第
三
章

市
民
の
苦
情
申
立

本
章
で
は
、
市
民
の
苦
情
申
立
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
監
察
院
お
よ
び
監
察
委
員
は
、
市
民
か
ら
苦
情
申
立
書
を
受
理
し
、

そ
の
な
か
で
、
市
民
が
、
行
政
機
関
あ
る
い
は
公
務
員
の
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
の
行
為
に
つ
い
て
、
事
実
を
詳
細
に
述
べ
、
か
つ

証
拠
を
列
挙
し
て
い
る
と
き
は
、
弾
劾
・
譴
責
の
権
限
を
行
使
す
る
。
市
民
の
苦
情
申
立
は
、
監
察
院
が
監
察
権
を
行
使
す
る
理
由

で
あ
る
。

以
下
、
市
民
の
苦
情
申
立
に
関
し
、
監
察
院
が
苦
情
申
立
を
受
理
す
る
対
象
範
囲
、
市
民
の
監
察
院
へ
の
苦
情
の
申
し
立
て
方
、

受
理
さ
れ
た
苦
情
申
立
書
の
処
理
過
程
、
市
民
が
処
理
結
果
を
知
る
方
法
や
再
調
査
申
請
の
可
否
な
ど
を
、
順
に
見
て
い
く
。
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第
一
節

監
察
院
の
職
権
の
範
囲

市
民
が
、
公
務
員
あ
る
い
は
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
の
業
務
・
施
設
等
の
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
の
状
況
を
知
っ
た
場
合
、

事
実
を
詳
細
に
述
べ
、
か
つ
、
関
連
す
る
資
料
を
添
え
て
、
苦
情
申
立
書
を
提
出
す
る
と
、
監
察
院
あ
る
い
は
監
察
委
員
は
、
弾
劾
・

譴
責
・
改
善
策
の
提
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
と
、
公
務
員
に
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
が
な
け
れ
ば
、
監
察
院
に
は
、

弾
劾
・
譴
責
を
す
る
理
由
が
な
い
し
、
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
の
業
務
・
施
設
等
に
妥
当
性
を
欠
く
状
況
が
な
け
れ
ば
、
監

察
院
に
は
改
善
策
の
提
示
を
す
る
理
由
は
な
い
。

監
察
院
に
は
、
市
民
か
ら
の
苦
情
が
年
間
二
〜
三
万
件
寄
せ
ら
れ
る
が

(

�)

、
監
察
院
は
、
そ
の
職
権
範
囲
お
よ
び
関
連
法
令
の
制
限

を
受
け
て
い
る
た
め
、
か
え
っ
て
市
民
を
落
胆
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
市
民
の
苦
情
の
内
容
が
、
①

｢

民
意
の
代
表

(

議

員)

が
選
挙
で
再
選
す
る
た
め
に
外
国
視
察
の
名
目
を
借
り
て
選
挙
区
内
の
村
長
を
招
待
し
海
外
旅
行
を
さ
せ
た｣

と
か
、
②

｢

戸

籍
役
場
の
公
務
員
が
地
域
社
会
の
母
親
た
ち
と
一
緒
に
互
助
会
を
結
成
し
た
が
悪
意
で
互
助
会
を
潰
し
て
金
銭
を
持
ち
逃
げ
し
母
親

た
ち
に
甚
大
な
損
害
を
与
え
た｣

と
か
、
③

｢
交
通
事
故
に
つ
い
て
裁
判
で
争
っ
た
が
裁
判
官
が
相
手
の
味
方
を
し
て
わ
ざ
と
自
分

に
敗
訴
の
判
決
を
し
た
の
で
再
度
審
理
を
し
て
欲
し
い｣

と
い
う
種
類
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
監
察
院
の
職
権
の
範
囲
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
①
監
察
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
監
察
院
は
中
央
・
地
方
の
行
政
機
関
の
公
務
員
に
法
律
違
反
あ
る
い
は
職
務
怠
慢
が
あ

る
と
判
断
す
る
と
き
に
、
弾
劾
権
・
譴
責
権
を
行
使
し
、
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
の
業
務
・
施
設
等
が
妥
当
性
を
欠
く
と
判

断
す
る
と
き
に
、
改
善
策
を
提
示
し
、
そ
の
注
意
改
善
を
促
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
市
民
の
苦
情
申
立
の
対
象
が
公
務
員
で
は
な
く

民
意
の
代
表
で
あ
る
場
合
は
、
監
察
院
の
職
権
行
使
の
対
象
に
属
さ
な
い
し
、
②
公
務
員
の
身
分
を
有
す
る
者
に
関
す
る
苦
情
で
あ
っ

て
も
、
事
案
が
、
当
該
公
務
員
と
地
域
社
会
の
近
所
の
母
親
た
ち
と
の
金
銭
上
の

｢

私
法
上
の
権
利
に
関
す
る
争
い｣

で
あ
れ
ば
、

監
察
院
の
職
権
行
使
の
範
囲
で
は
な
く
、
③
市
民
が
司
法
に
判
決
を
請
求
す
る
に
は
司
法
手
続
に
従
う
べ
き
で
あ
り
、
監
察
院
は
、
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裁
判
官
の
判
決
に
つ
い
て
、
職
務
上
の
怠
慢
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
だ
け
で
、
裁
判
官
に
代
わ
っ
て
判
決
を
下
す
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

(

�)

。
市
民
は
、
苦
情
申
立
の
内
容
が
、
私
法
上
の
紛
争
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
司
法
救
済
手
続
に
よ
り

解
決
す
る
べ
き
で
あ
り
、
行
政
不
服
申
立

(

訴
願)

や
行
政
訴
訟
を
提
起
し
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
行
政
救
済
に
よ
り
解
決

す
る
べ
き
で
あ
り

(

�)

、
監
察
院
へ
持
ち
込
む
の
で
は
な
く
、
相
応
し
い
他
の
手
続
に
よ
っ
て
救
済
を
求
め
る
べ
き
と
さ
れ
る

(

�)

。

第
二
節

監
察
院
へ
の
苦
情
申
立
方
法

第
一
款

苦
情
申
立
方
法
と
秘
密
保
持

市
民
が
監
察
院
に
苦
情
申
立
を
す
る
に
は
、
①
監
察
院
の
苦
情
申
立
セ
ン
タ
ー
ま
で
足
を
運
び
、
そ
の
日
の
当
番

(

日
直)

の
監

察
委
員
に
苦
情
申
立
て
を
す
る
、
②
監
察
委
員
が
地
方
機
関
を
巡
回
監
督
す
る
際
、
巡
回
監
督
の
委
員
に
苦
情
申
立
て
を
す
る
、
③

苦
情
申
立
書
を
郵
送
あ
る
い
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
監
察
院
に
送
る
、
④
監
察
院
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
苦
情
申
立
ポ
ス
ト
を
通
し
て
苦
情

申
立
て
を
す
る
、
と
い
う
方
法
が
あ
る
。

市
民
は
、
苦
情
申
立
て
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
苦
情
申
立
書
を
準
備
し
、
そ
こ
に
、
政
府
機
関
あ
る
い
は
公
務
員
に
ど
の
よ
う
な

法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
が
あ
る
か
と
い
う
事
実
を
詳
細
に
明
記
し
、
証
拠
を
添
え
て
、
姓
名
・
性
別
・
年
齢
・
職
業
・
住
所
・
電
話

番
号
・
身
分
証
明
書
の
統
一
番
号
を
正
確
に
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

他
人
の
代
理
と
し
て
苦
情
申
立
を
す
る
と
き
は
、
委
任
状

あ
る
い
は
授
権
状
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い)

。
市
民
は
、
そ
の
苦
情
申
立
事
案
が
、
す
で
に
行
政
不
服
申
立

(

訴
願)

・
行
政

訴
訟
あ
る
い
は
民
事
訴
訟
・
刑
事
訴
訟
を
経
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
経
過
を
詳
し
く
述
べ
、
か
つ
、
関
連
す
る
文
書
お
よ
び
訴
訟

書
類
の
抄
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
市
民
は
、
監
察
院
に
申
し
立
て
る
苦
情
申
立
の
内
容
に
秘
密
保
持
の
必
要
が
あ
る
、
あ
る
い
は
市
民
の
姓
名
・
身
分
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に
秘
密
保
持
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
と
き
に
は
、
苦
情
申
立
書
に

｢

秘
密
保
持｣

を
求
め
る
旨
を
記
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、

若
干
付
言
す
る
と
、
監
察
院
自
身
も
、
市
民
の
苦
情
申
立
事
案
が
、
公
表
し
て
は
な
ら
な
い
特
殊
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
関

連
法
令
が
公
表
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
と
き
は
、
職
権
に
よ
り
、
苦
情
申
立
人
の
姓
名
・
身
分
を
秘
密
裏
に
処
理
す

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
監
察
院
は
、
苦
情
申
立
人
が
姓
名
等
の
公
表
を
望
ま
な
い
と
の
意
思
を
表
明
し
た
と
き
は
、
そ
れ

を
尊
重
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
は
、
苦
情
申
立
内
容
に
秘
密
保
持
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
苦
情
申
立
人

の
身
分
に
秘
密
保
持
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
と
き
、
苦
情
申
立
書
に
身
分
あ
る
い
は
姓
名
を
記
す
際
に
、｢

秘
密
保
持｣

の
文

字
を
記
入
す
れ
ば
、
監
察
院
は
、
市
民
の
請
求
に
よ
り
、
苦
情
申
立
事
案
を
秘
密
裏
に
処
理
す
る
。
な
お
、
市
民
が
監
察
院
に
苦
情

申
立
を
す
る
際
に
は
、
い
か
な
る
費
用
も
納
付
す
る
必
要
は
な
く
、
返
信
用
封
筒
を
添
付
す
る
必
要
も
な
い
。

第
二
款

特
定
の
監
察
委
員
へ
の
苦
情
申
立
の
可
否

市
民
は
、
特
定
の
監
察
委
員
に
対
し
て
苦
情
申
立
を
行
な
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ま
ず
、
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー

(

陳
情
受
理
中
心)

に
つ
い
て
説
明
を
す
る
。
監
察
院
は
、
監
察
委
員
が
市
民
の
苦
情
申
立
を
受
理
す
る
の
を
補
助
す
る
た
め
に
、

一
九
九
五
年
、
監
察
院
内
に
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
た
。
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
は
、
第
一
線
で
、
苦
情
申
立
人
に
監
察
法
規

や
苦
情
申
立
事
案
の
処
理
の
過
程
を
理
解
さ
せ
る
。
市
民
が
監
察
院
に
苦
情
申
立
を
行
な
う
と
、
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
、

ま
ず
、
監
察
法
お
よ
び
関
連
規
定
に
よ
り

(

�)

、
苦
情
申
立
内
容
に
応
じ
て
、
監
察
院
が
す
で
に
同
様
の
事
案
を
受
理
し
て
い
な
い
か
ど

う
か

(

�)

、
監
察
院
の
職
権
行
使
の
範
囲
・
対
象
に
属
す
る
か
ど
う
か

(

�)
、
監
察
院
へ
の
苦
情
申
立
で
は
な
く
行
政
救
済
・
司
法
救
済
の
手

続
を
と
る
べ
き
も
の
か
ど
う
か
、
苦
情
申
立
書
と
添
付
資
料
に
漏
れ
が
な
い
か
ど
う
か
を
調
べ
る

(

次
頁
の
写
真
は
、
筆
者
を
含
む

前
記
調
査
団
員
が
、
二
〇
一
一
年
夏
、
監
察
院
を
訪
問
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
陳
進
利
・
監
察
院
副
院
長
か
ら
、
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｢
セ
ン
タ
ー
受
付
窓
口
で
市
民
の
苦
情
申
立
を
受
け
付
け
て
い
る
の
は
、
監
察
委
員
や
正
規
職
員
で
は
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
職
員

で
あ
る｣

と
の
説
明
を
受
け
た

(

�))

。
市
民
の
苦
情
申
立
事
案
が
、
す
で
に
監
察
院
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
と
き
に
は
、

苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
、
苦
情
申
立
人
に
監
察
院
の
事
案
処
理
の
状
況
を
説
明
す
る
。
こ
の
と
き
、
苦
情
申
立
人
が
関
連
事

項
の
補
充
を
求
め
た
な
ら
、
そ
の
日
の
当
番

(

日
直)

の
秘
書
が
接
見
し
、
そ
の
苦
情
申
立
を
受
理
す
る
。
市
民
が
初
め
て
監
察
院

に
苦
情
申
立
を
行
な
う
と
き
に
は
、
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
、
ま
ず
、
苦
情
申
立
の
内
容
を
確
認
し
て
、
分
類
し
た
の
ち
、

苦
情
申
立
人
を
、
そ
の
日
の
当
番

(

日
直)

の
監
察
委
員
に
接
見
さ
せ
る
。
市
民
は
苦
情
申
立
の
た
め
に
監
察
院
に
行
け
ば
、
そ
の

日
の
当
番

(

日
直)

の
監
察
委
員
か
、
そ
の
日
の
当
番

(

日
直)

の
秘
書
か
、
あ
る
い
は
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
の
職
員
か
に
よ
っ
て
、

接
見
・
処
理
さ
れ
、
監
察
院
は
、
す
べ
て
、
監
察
法
お
よ
び
関
連
規
定
に
よ
り

(

�)

、
市
民

の
苦
情
申
立
事
案
を
処
理
し
、
必
ず
市
民
の
苦
情
申
立
の
権
利
を
保
障
す
る
。
監
察
院

で
は
、
監
察
委
員
が
毎
日
一
名

(

院
長
・
副
院
長
を
除
く)

、
当
番

(

日
直)

を
し
て

い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
市
民
は
、
苦
情
申
立
書
お
よ
び
関
連
資
料
を
用
意
し
て
、

監
察
院
の
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
に
、
受
付
時
間
内

(

午
前
九
時
半
〜
一
二
時
半
、
午
後

一
時
半
〜
五
時
半)

に
足
を
運
べ
ば
、
そ
の
日
の
当
番

(

日
直)

の
委
員
あ
る
い
は
そ

の
日
の
当
番

(
日
直)

の
秘
書
に
、
規
定
に
よ
り
処
理
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
市
民
は
、
特
定
の
監
察
委
員
に
対
し
て
苦
情
申
立
を
行
な
い
た
い
と
き

は
、
そ
の
監
察
委
員
が
監
察
院
の
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
で
当
番

(

日
直)

を
し
て
い
る

日
に
、
直
接
苦
情
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
実
は
、
監
察
委
員
の
日

直
名
簿
は
非
公
開
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
法
務
部
編
制

｢

中
央
機
関
主
管
秘
密
項
目
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彙
編｣

に
よ
り
、
ど
の
監
察
委
員
が
ど
の
日
に
当
番
で
あ
る
か
と
い
う
日
直
の
期
日
は
、
監
察
院
の
秘
密
項
目
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
監
察
委
員
に
は
、
調
査
事
案
調
整
の
必
要
な
ど
、
と
き
に
よ
り
、
日
直
時
間
を
変
動
さ
せ
る
状
況
が
発
生
す
る
。

そ
の
た
め
、
市
民
に
誤
っ
た
情
報
を
提
供
す
る
の
を
避
け
、
関
連
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
、
監
察
院
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
日
直
委

員
の
名
簿
を
公
開
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
監
察
院
は
、｢

市
民
の
陳
述
す
る
意
見
は
、
将
来
の
制
度
改
正
に
あ
た
り

参
考
に
さ
れ
る
だ
ろ
う｣

と
市
民
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
し
て
お
り
、
筆
者
を
含
む
前
記
調
査
団
員
も
、
二
〇
一
一
年
夏
、
監
察

院
に
お
い
て
、
陳
進
利
・
監
察
院
副
院
長
か
ら
、｢

市
民
は
ど
の
日
に
ど
の
委
員
が
当
番
で
あ
る
か
を
電
話
で
問
い
合
わ
せ
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る｣

と
の
説
明
を
受
け
た

(

�)

。

そ
の
他
、
市
民
は
、
苦
情
申
立
書
を
、
郵
送
の
方
式
に
よ
り
そ
の
監
察
委
員
に
届
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
監
察

委
員
が
地
方
の
機
関
を
巡
回
監
督
し
て
い
る
と
き
に
、
直
接
苦
情
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
方
巡
回
に
つ
い
て
は
、
市
民
は
、

監
察
院
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

｢

巡
回
監
督
行
事
暦｣

な
ど
で
、
監
察
委
員
が
地
方
の
機
関
に
巡
回
監
督
す
る
期
日
と
場
所
を
確
認
し
た
あ

と

(

�)

た
だ
ち
に
苦
情
申
立
書
と
関
連
資
料
を
準
備
し
て
、
巡
回
期
日
の
う
ち
市
民
の
苦
情
受
理
の
た
め
に
あ
て
ら
れ
た
日
時
に
、
巡
回

し
て
き
た
監
察
委
員
に
苦
情
申
立
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
市
民
は
、
特
定
の
監
察
委
員
に
対
し
て
苦
情
申
立
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
款

特
定
の
監
察
委
員
へ
の
調
査
請
求
の
可
否

と
は
い
え
、
右
の
よ
う
に
、
市
民
は
、
特
定
の
監
察
委
員
に
対
し
て
苦
情
申
立
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
特
定
の
監
査
委
員

に
対
し
て
苦
情
申
立
の
調
査
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
述
の
と
お
り
、
監
察
委
員
は
、
市
民
の
苦
情
申
立
書
を
受
理
し
、

あ
る
い
は
関
連
資
料
に
よ
り
調
査
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
、
自
主
的
調
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
が

(

�)

、
そ
の
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場
合
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
、
受
理
し
た
市
民
の
苦
情
申
立
書
を
ま
ず
監
察
業
務
処
に
引
き
渡
し
、
規
定
に
よ
り
処
理
を
す
る
。

そ
の
た
め
、
監
察
業
務
処
の
秘
書

(

�
案
秘
書)

が
、
事
案
を
処
理
す
る
過
程
で
、
公
務
員
に
法
律
違
反
や
職
務
怠
慢
が
あ
る
こ
と
、

あ
る
い
は
、
行
政
機
関
の
業
務
・
施
設
等
が
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
を
発
見
し
、
そ
れ
が
証
拠
に
よ
り
明
白
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
秘

書
は
、
輪
番
派
遣
委
員

(

輪
派
委
員)

の
調
査
を
す
る
よ
う
に
意
見
を
申
し
述
べ
る

(

建
議)

の
で
、
市
民
が
、
そ
の
苦
情
申
立
事

案
を
特
定
の
監
察
委
員
に
よ
り
調
査
し
て
も
ら
う
す
べ
は
な
い

(

�)

。

第
三
節

苦
情
申
立
書
の
処
理
方
式

第
一
款

苦
情
申
立
の
処
理
方
式

監
察
院
は
、
市
民
か
ら
受
理
し
た
苦
情
申
立
書
を
次
の
よ
う
な
方
式
に
よ
り
処
理
す
る
。
つ
ま
り
、
①
公
務
員
の
法
律
違
反
・
職

務
怠
慢
、
あ
る
い
は
機
関
の
業
務
・
施
設
等
の
妥
当
性
欠
如
に
つ
い
て
、
証
拠
が
明
確
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
委
員
を
派
遣

し
て
調
査
す
る

(

派
遣
調
査)

、
②
苦
情
申
立
の
内
容
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
関
係
機

関
あ
る
い
は
上
級
機
関
に
文
書
に
よ
る
説
明
・
関
係
資
料
の
提
供
を
求
め
る
、
③
苦
情
申
立
の
内
容
が
専
門
的
・
政
策
的
、
あ
る
い

は
改
善
に
わ
た
る
性
質
を
有
す
る
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
監
察
院
の
関
係
委
員
会
に
よ
り
審
議
す
る
、
④
苦
情
申
立
事
案
が
、
関

係
行
政
機
関
の
業
務
や
措
置
に
つ
い
て
意
見
や
参
考
と
な
る
性
質
を
有
し
て
い
る
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
関
係
機
関
に
郵
送
し
て

処
理
の
参
考
に
供
す
る
、
⑤
次
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
�
苦
情
申
立
の
対
象
と
さ
れ
た
公
務
員
あ
る
い
は
機
関
の
処
理
に
誤
り
が
な

い
と
き
、
�
苦
情
申
立
の
対
象
と
さ
れ
た
公
務
員
あ
る
い
は
内
容
が
監
察
院
の
職
権
行
使
の
範
囲
に
属
さ
な
い
と
き
、
�
苦
情
申
立

人
が
、
監
察
院
へ
の
苦
情
申
立
よ
り
も
む
し
ろ
苦
情
対
象
と
し
た
機
関
の
上
級
機
関
へ
の
訴
願

(

行
政
不
服
申
立)

・
裁
判
所
へ
の

行
政
訴
訟
の
手
続
を
と
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
き

(

�)

、
�
苦
情
申
立
の
事
案
が
既
に
行
政
救
済
あ
る
い
は
司
法
の
捜
査
・
裁
判
の
手
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続
に
入
っ
て
い
て
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
結
果
を
静
観
す
る
べ
き
と
き
、
�
す
で
に
上
司
に
対
し
て
不
満
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
と

り
あ
え
ず
、
上
司
の
処
理
を
静
観
す
る
べ
き
と
き
、
に
は
苦
情
申
立
人
に
そ
の
旨
直
接
回
答
す
る
、
⑥
次
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
�

苦
情
申
立
人
が
、
す
で
に
繰
り
返
し
文
書
で
回
答
さ
れ
て
い
る
同
一
の
事
案
に
つ
い
て
、
新
た
な
証
拠
な
し
に
、
た
え
ず
申
し
立
て

る
と
き
、
�
苦
情
申
立
の
内
容
が
曖
昧
で
、
実
質
を
欠
き
、
単
な
る
中
傷
で
あ
る
と
き

(

�)

、
�
匿
名
の
文
書
で
、
か
つ
具
体
的
な
証
拠

が
な
い
と
き
、
に
は
取
り
扱
わ
ず
苦
情
申
立
人
に
も
回
答
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
監
察
院
が
処
理
の
方
式
と
し
て
行
政
機
関
に
説
明

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

(

②)

理
由
は
、
苦
情
申
立
人
を
待
た
せ
る
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
で
あ
る
。
既
述
の
通
り
、
監
察
院
は
、

市
民
の
苦
情
申
立
事
案
を
受
理
し
た
あ
と
、
弾
劾
権
・
譴
責
権
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
改
善
策
を
提
示
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
あ
ら
か
じ
め
そ
の
事
案
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
い
、
真
相
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、

監
察
院
が
調
査
権
を
行
使
す
る
方
式
は
、
輪
番
派
遣
委
員
の
調
査

(

派
遣
調
査)

・
委
員
の
自
主
調
査

(

自
主
的
調
査)

に
限
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
監
察
院
は
、
事
案
の
性
質
に
よ
り
、
苦
情
申
立
の
内
容
に
つ
い
て
、
よ
り
以
上
に
確
認
を
す
る
必
要

が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
に
は

(

証
拠
資
料
が
不
充
分
で
あ
っ
た
り
、
関
連
す
る
行
政
機
関
が
数
多
い
場
合
も
あ
る)

、
関
係
機
関

に
委
任
し
て
調
査
を
行
な
っ
た
り
、
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
監
察
院
が
、
特
定
の
事
案
あ
る
い
は
問
題
の
調
査
を

他
の
機
関
に
委
任
す
る
と
、
受
任
機
関
は
直
ち
に
調
査
を
行
な
い
、
調
査
の
結
果
を
監
察
院
に
文
書
で
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
と
き
、
苦
情
申
立
人
を
待
た
せ
る
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
、
監
察
院
は
、
事
案
の
性
質
お
よ
び
必
要
に
よ
り
、
そ
の
回
答
を
苦

情
申
立
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
苦
情
申
立
人
は
、
行
政
機
関
の
回
答
を
受
け
取
っ
た
あ
と
、
回
答
の
内
容
に
つ
い
て
、
法
令

上
あ
る
い
は
公
務
員
の
意
思
疎
通
と
の
関
係
で
、
誤
解
が
あ
る
か
な
い
か
を
確
認
し
、
回
答
の
内
容
が
事
実
に
合
致
し
て
い
な
い
部

分
に
つ
い
て
は
、
再
度
、
文
書
で
陳
述
し
、
資
料
を
以
て
明
ら
か
に
し
、
監
察
院
に
対
し
て
補
充
し
て
苦
情
申
立
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
監
察
院
は
、
受
任
機
関
か
ら
返
送
さ
れ
た
回
答
の
内
容
に
よ
り
、
事
案
に
公
務
員
の
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
あ
る
い
は
行
政
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機
関
の
業
務
・
施
設
等
に
妥
当
性
を
欠
く
状
況
が
あ
る
か
な
い
か
を
判
断
し
て
、
処
理
す
る
。

苦
情
申
立
人
は
、
右
諸
方
式
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
苦
情
申
立
に
対
す
る
結
果
を
、
監
察
院
か
ら
の
回
答
に
よ
っ
て
知
る
。
監
察
院

は
、
原
則
と
し
て
、
市
民
の
苦
情
申
立
事
案
の
全
て
に
対
し
て
、
処
理
の
結
果
を
苦
情
申
立
人
に
回
答
す
る
。
例
外
的
に
、
回
答
が

な
さ
れ
な
い
の
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
外
部
に
漏
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
項
で
あ
る
と
き
、
お
よ
び

｢

監
察
院
に
お
け
る
市
民

の
文
書
受
理
・
処
理
に
関
す
る
法｣

一
三
条
が
定
め
る
と
こ
ろ
の
、
①
匿
名
の
文
書
で
あ
る
と
き
、
②
苦
情
申
立
人
が
死
亡
し
た
り
、

所
在
不
明
と
な
っ
た
と
き
、
③
苦
情
申
立
人
が
短
期
間
に
次
々
と
送
付
す
る
類
似
内
容
の
文
書
に
つ
き
監
察
院
が
す
で
に
一
括
処
理

を
し
て
回
答
を
し
て
い
る
と
き
、
④
苦
情
申
立
事
案
が
す
で
に
文
書
に
よ
り
回
答
さ
れ
て
い
る
の
に
、
苦
情
申
立
人
が
続
い
て
文
書

を
送
り
続
け
る
が
、
新
た
な
事
実
の
な
い
と
き
、
⑤
苦
情
申
立
の
内
容
が
曖
昧
で
、
実
質
を
欠
き
、
単
な
る
中
傷
で
あ
る
と
き
で
あ

る
。そ

う
し
て
、
苦
情
申
立
人
は
、
ひ
と
た
び
苦
情
申
立
書
を
提
出
す
れ
ば
、
あ
と
は
監
察
院
の
処
理
の
結
果
を
待
つ
立
場
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
市
民
は
、
回
答
を
受
け
る
前
に
、
苦
情
申
立
事
案
に
係
る
調
査
委
員
・
調
査
協
力
委
員
な
ど
に
接
触
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
の
理
由
は
、
法
律
に
よ
り
、
監
察
委
員
が
独
立
し
て
権
限
を
行
使
し
、
不
当
な
干
渉
を
受
け
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
り
、

ま
た
、
法
務
部
編
制

『

中
央
機
関
主
管
秘
密
項
目
彙
編』
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
事
案
の
内
容
、
調
査
委
員
・
調
査
協
力
委
員
の
姓

名
、
調
査
状
況
、
調
査
の
結
論
、
苦
情
申
立
人
に
回
答
さ
れ
る
前
の
調
査
報
告
等
は
、
監
察
院
の
秘
密
項
目
の
一
つ
に
属
す
る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
は
、
事
前
に
監
察
院
に
お
け
る
苦
情
申
立
事
案
の
調
査
委
員
・
調
査
協
力
委
員
等
の
姓
名
を
知
り
、

彼
ら
と
話
す
こ
と
は
で
き
な
い

(

も
っ
と
も
、
調
査
委
員
・
調
査
協
力
委
員
の
側
は
、
苦
情
申
立
事
案
あ
る
い
は
調
査
事
案
を
処
理

す
る
た
め
に
必
要
と
判
断
す
る
と
き
に
は
、
職
権
に
よ
り
、
苦
情
申
立
人
に
問
い
合
わ
せ
て
、
事
件
の
経
緯
を
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
る)

。
た
だ
、
市
民
は
、
当
該
苦
情
申
立
事
案
に
関
し
て
補
充
説
明
や
関
連
資
料
の
再
提
出
を
求
め
る
場
合
、
再
度
文
書
の
方
式
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で
監
察
院
に
提
出
す
れ
ば
、
監
察
院
は
受
け
取
っ
た
あ
と
、
そ
れ
も
合
わ
せ
て
事
案
を
詳
細
に
斟
酌
し
て
処
理
し
、
市
民
の
権
益
を

擁
護
す
る
。
ま
た
、
市
民
は
、
苦
情
申
立
事
案
に
対
す
る
処
理
の
進
捗
状
況
を
知
り
た
け
れ
ば
、
監
察
院
苦
情
申
立
受
理
セ
ン
タ
ー

の
専
用
電
話

(

�)

に
電
話
し
て
、
事
案
番
号
あ
る
い
は
苦
情
申
立
人
の
姓
名
を
告
げ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
市
民
の
た
め
に
監
察
院
が
設
置

し
て
い
る
担
当
者
が
、
苦
情
申
立
事
案
に
対
す
る
処
理
の
進
捗
状
況
お
よ
び
関
連
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。
そ
の
他
、
苦
情
申
立
人

が
苦
情
申
立
事
案
に
対
す
る
処
理
の
結
果
を
問
い
合
わ
せ
る
の
に
便
利
な
よ
う
に
、
監
察
院
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
す
で
に

｢

苦
情
申

立
ポ
ス
ト
問
合
せ
区

(
陳
情
信
箱
査
詢
専
區)｣

を
立
ち
上
げ
て
い
る
。
市
民
は
、
い
つ
で
も
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
し
て
苦
情
申
立

事
案
の
関
連
情
報
を
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
弾
劾
・
譴
責
は
、
審
査
を
経
て
決
定
・
成
立
し
た
あ
と
、
公
表
し
な
い
と
決

議
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
す
べ
て
監
察
院
の
掲
示
場
に
公
表
さ
れ
る
と
と
も
に
、
監
察
院
公
報
に
登
載
さ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、

監
察
院
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
公
表
さ
れ
る
。

第
二
款

苦
情
申
立
の
処
理
期
間

苦
情
申
立
の
処
理
期
間
は
、
苦
情
申
立
事
案
の
性
質
・
複
雑
さ
の
程
度
・
関
連
す
る
行
政
機
関
の
多
寡
・
証
拠
資
料
の
充
分
性
な

ど
に
よ
り
、
一
律
で
は
な
い
。
監
察
法
三
〇
条
の
規
定
に
よ
り
監
察
院
が
他
の
機
関
に
調
査
を
委
任
す
る
事
案
で
は
、
監
察
院
は
、

市
民
の
苦
情
申
立
書
の
要
旨
に
基
づ
き
、
調
査
を
委
任
す
る
事
項
を
示
し
、
委
任
さ
れ
た
機
関
に
二
カ
月
以
内
に
監
察
院
に
回
答
す

る
よ
う
に
文
書
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
受
任
機
関
が
期
日
を
過
ぎ
て
も
回
答
し
な
い
と
き
、
監
察
院
は
、
監
察
法
施
行
細
則

二
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
文
書
に
よ
る
督
促
を
行
な
う
。
監
察
院
の
輪
番
派
遣
委
員
が
調
査
す
る
事
案
で
は
、
原
則
と
し
て
、
事
案

の
性
質
に
よ
り
推
測
さ
れ
る
日
程
で
処
理
を
す
る
。
一
般
的
な
事
案
の
調
査
期
間
は
約
三
カ
月
、
重
大
な
事
案
の
調
査
期
間
は
約
六

カ
月
、
特
殊
重
大
な
事
案
は
約
一
年
で
あ
る
。
調
査
事
案
の
内
容
・
範
囲
・
複
雑
さ
の
程
度
を
勘
案
し
て
、
調
査
の
期
限
を
決
め
る
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こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

第
四
節

調
査
の
完
了
と
再
調
査
申
請
の
可
否

市
民
が
苦
情
申
立
を
行
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
監
察
院
の
輪
番
派
遣
委
員
の
調
査
に
よ
り
、
公
務
員
に
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢

が
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
法
律
に
よ
り
、
弾
劾
・
譴
責
が
提
案
さ
れ
る
。
行
政
機
関
の
処
理
が
妥
当
性
を
欠
く
と
き
は
、
法
律
に
よ

り
、
改
善
策
が
提
示
さ
れ
、
注
意
改
善
が
促
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
弾
劾
・
譴
責
・
改
善
策
の
提
示
に
値

し
な
い
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
監
察
院
は
、
原
則
と
し
て
、
調
査
の
結
果
を
文
書
で
苦
情
申
立
人
に
知

ら
せ
る
。
苦
情
申
立
人
は
、
監
察
院
か
ら
調
査
に
つ
い
て
の
意
見
を
受
け
取
っ
た
あ
と
、
再
調
査
を
申
請
す
る
理
由
が
あ
れ
ば
、
監

察
法
施
行
細
則
等
の
関
連
規
定
に
よ
り
再
調
査

(

覆
査)

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

監
察
法
施
行
細
則
等
の
関
連
規
定
に
よ
れ
ば
、
監
察
院
の
調
査

(

原
調
査)

が
完
了
し
て
、
そ
の
事
案
が
、
弾
劾
・
譴
責
・
改
善

策
の
提
示
に
値
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
と
き
は
、
苦
情
申
立
人
あ
る
い
は
利
害
関
係
者
は
、
再
調
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
特
定
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
①
調
査
で
認
定
さ
れ
た
事
実
を
覆
す
あ
る
い
は
揺
る
が
す
に
足
り
る
新
事
実
あ
る
い

は
新
証
拠
を
発
見
し
た
と
き
、
②
事
案
に
関
す
る
重
要
な
証
拠
に
つ
い
て
、
調
査
員
が
見
落
と
し
、
斟
酌
し
て
い
な
い
と
き
、
③
調

査
に
お
け
る
意
見
が
法
令
の
適
用
を
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
と
き
、
に
限
ら
れ
る
。

再
調
査
の
申
請
期
限
は
三
年
で

(

期
限
の
起
算
日
は
、
監
察
院
が
調
査
の
処
理
の
結
果
を
文
書
で
回
答
し
た
発
信
日
を
基
準
と
す

る)

、
再
調
査
は
一
回
が
限
度
と
さ
れ
る
。
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第
四
章

ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
、
監
察
院
は
、
中
央
機
関
お
よ
び
地
方
機
関
の
公
務
員
に
対
し
、
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
が
あ
る
と
き
に
、
弾
劾

を
行
な
い
、
公
務
員
に
職
務
の
停
止
ま
た
は
緊
急
の
是
正
を
要
す
る
よ
う
な
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、

譴
責
を
行
な
う
。
ま
た
、
行
政
院
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
の
業
務
お
よ
び
施
設
等
に
法
律
違
反
が
あ
る
と
き
は
、
関
係
委
員
会
に
よ

る
審
議
・
決
定
を
経
て
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
改
善
策
を
提
示
す
る
。

市
民
は
、
監
察
院
に
苦
情
申
立
を
す
る
場
合
、
往
々
に
し
て
そ
の
心
中
に
多
く
の
不
満
お
よ
び
恨
み
が
鬱
積
し
、
そ
れ
ら
が
解
消

さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
監
察
院
は
、
そ
の
苦
情
申
立
事
案
を
処
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
冤
罪
を
は
ら
し
、
あ
る
い

は
悪
感
情
・
圧
迫
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
監
察
院
の
職
権
の
範
囲
や
苦
情
申
立
書
の
受
理
・
処
理
方
式

は
、
既
述
の
通
り
で
あ
り
、
と
き
に
よ
り
、
職
権
の
範
囲
お
よ
び
関
連
法
令
の
制
限
を
受
け
て
、
か
え
っ
て
市
民
の
誤
解
を
生
む
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
点
、
二
〇
〇
一
年
に
陳
孟
鈴
・
監
察
院
副
院
長
等
が
来
日
さ
れ
た
折
、
監
察
院
の
活
動
実
績
に
つ
い
て
、｢

二
〇

〇
〇
年

(

一
年
間)

に
監
察
院
が
受
け
付
け
た
苦
情
の
う
ち
、
監
察
院
の
職
権
に
属
さ
な
い
も
の
は
二
二
・
九
％
あ
り
、
監
察
院
等

を
誹
謗
す
る
も
の
は
二
二
・
一
％
あ
っ
た｣

こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

な
お
、
監
察
院
と
人
権
の
関
係
で
あ
る
が
、
監
察
院
は
、
そ
の
四
大
目
標
と
し
て
、｢

人
権
の
保
障｣

、｢

市
民
の
怨
嗟
の
除
去｣

、

｢

官
吏
の
心
得
の
整
理｣

、｢

官
吏
の
公
務
の
や
り
方
に
対
す
る
粛
正｣

を
掲
げ
、
従
来
か
ら
市
民
の
権
益
擁
護
を
重
視
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
監
察
院
は
、
既
述
の
通
り
、
五
権
憲
法
に
よ
っ
て
独
立
し
て
職
権
を
行
使
し
、
高
い
識
見
と
権
威
を
備
え
た
二
九
名
の
監

察
委
員
を
擁
し
て
、
中
央
お
よ
び
地
方
政
府
の
公
務
員
を
監
督
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン(

監
察
使)

機
関
の
機
能
を
果
た
す

(

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
一
般
的
定
義
は
、
高
い
識
見
と
権
威
を
備
え
た
者
一
人
ま
た
は
複
数
が
市
民
の
行
政
に
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対
す
る
苦
情
を
受
け
付
け
、
中
立
的
な
立
場
か
ら
そ
の
原
因
を
究
明
し
、
是
正
措
置
を
勧
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
簡
易
・
迅
速
に

問
題
を
解
決
す
る
制
度
で
あ
る)

と
同
時
に
、
本
質
上
、
人
権
保
障
の
使
命
を
負
っ
て
い
る
。
実
は
、
台
湾
国
内
の
新
情
勢
と
し
て
、

立
法
院

(
五
権
の
う
ち
立
法
権
を
つ
か
さ
ど
る)

が
、
二
〇
〇
九
年
三
月
三
一
日
に
、
経
済
的
・
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す

る
国
際
規
約

(
經
濟
・
社
會
與
文
化
權
利
國
際
公
約)

お
よ
び
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約

(

公
民
與
政
治
權
利

國
際
公
約)

(
以
下

｢

二
公
約｣

と
い
う)

を
通
過
さ
せ

(

�)

、
同
年
五
月
一
四
日
、
馬
総
統
が
二
公
約
の
批
准
書
に
署
名
し
、
一
二
月

一
〇
日
、
二
公
約
施
行
法
が
発
効
し
、
人
権
を
保
護
・
推
進
す
る
こ
と
が
既
に
中
央
・
地
方
政
府
機
関
の
現
在
お
よ
び
将
来
の
重
要

な
業
務
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
台
湾
国
内
で
人
権
が
重
視
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
監
察
院
の
人
権
保
障
に
関
す
る
業

務
も
益
々
重
要
に
な
り
、
監
察
院
の
監
察
委
員
は
、
国
内
に
お
け
る
人
権
発
展
の
新
情
勢
に
歩
調
を
合
わ
せ
て

(

二
公
約
の
列
挙
す

る
人
権
基
準
に
よ
っ
て)

職
権
を
行
使
し
、
中
央
・
地
方
政
府
の
機
関
の
法
律
違
反
・
職
務
怠
慢
あ
る
い
は
政
策
の
妥
当
性
の
有
無

を
監
督
し
て
い
る
。
し
か
も
、
監
察
院
が
市
民
か
ら
受
理
し
た
文
書
の
八
割
以
上
、
実
際
の
調
査
事
案
の
六
割
が
人
権
問
題
に
関
わ
っ

て
い
る

(

�)

。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
監
察
院
は
、
自
身
が
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

(

監
察
使)

機
関
の
機
能
を
果
た
す
と
同
時
に
、
国
際
上

認
定
さ
れ
て
い
る
国
内
人
権
機
関

(

国
家
人
權
機
構
、N

atio
n

al
H

u
m

an
R

ig
h

ts
In

stitu
tio

n

。
国
連
で
は
、
人
権
の
推
進
と
保
護

の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
国
家
機
関
の
こ
と
を
総
称
し
て
、
国
内
人
権
機
関
と
呼
ん
で
い
る

(

�))

の
機
能
を
発
揮
で
き
る
と
し
て
、
第
一

章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
時
代
の
進
展
に
つ
れ
て
監
察
院
の
地
位
や
権
能
が
変
化
す
る
こ
と
を
前
提
に

(

�)

、｢

た
だ
単
に
消
極
的
に
公

務
員
の
行
為
を
正
し
た
り
、
弊
害
を
取
り
除
い
た
り
、
業
務
を
推
進
し
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
、
人
権
の
保
障
、

勧
善
懲
悪
の
推
奨
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
将
来
的
に
は
、
積
極
的
に
監
察
権
を
行
使
し
て
、
市
民
の
人
権
を
保
障
し
、
行
政
の
効
率

性
を
高
め
て
、
市
民
の
恨
み
を
取
り
除
き
、
監
察
院
は
慈
し
み
の
あ
る

『
人
権
院』

に
な
る
べ
き
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る

(

監
察
院
は
、
そ
の
改
善
策
提
示
権
や
弾
劾
権
を
用
い
て
、
行
政
部
門
に
人
権
を
重
視
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る)

。
近
年
、
監
察
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院
は
積
極
的
に
職
権
を
行
使
し
、
法
律
違
反
や
職
務
怠
慢
の
あ
る
公
務
員
、
行
政
機
関

(

公
務
機
關)

に
対
す
る
査
察
を
強
化
し
、

政
府
機
関
を
監
督
し
て
行
政
の
効
率
を
高
め
、
汚
職
腐
敗
・
不
法
行
為
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
も
、｢

慈
し
み
の
心｣

・

｢

温
か
み｣
を
推
進
す
る
活
動
、
例
え
ば
、
母
の
恩
に
感
謝
し
、
足
を
洗
っ
て
あ
げ
て
親
を
敬
愛
す
る
活
動
を
広
く
推
進
し
た
り
、

弱
者
を
思
い
や
り
、
寒
い
冬
に
温
暖
を
送
る
活
動
を
行
な
っ
た
り
、
福
祉
機
関
の
指
導
す
る
心
身
障
害
者
の
青
少
年
・
児
童
に
コ
ン

サ
ー
ト
等
の
活
動
を
要
請
し
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
、
人
格
教
育
の
推
進
に
よ
り
、
緩
や
か
に
監
察
の
職
権
を
発
動
し
、

市
民
を
思
い
や
り
、
人
権
の
保
障
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

第
五
章

わ
が
国
の
行
政
相
談
制
度
と
の
対
比
に
お
け
る
若
干
の
コ
メ
ン
ト

わ
が
国
に
も
、
そ
れ
は
台
湾
と
は
異
な
り
、
行
政
権
か
ら
独
立
し
て
監
察
権
を
担
う
監
察
院
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
市

民
の
認
知
度
も
低
い
も
の
で
あ
る
が

(

�)
、
総
務
省
の
行
政
相
談
制
度
が
存
在
し
、
平
成
二
二
年
度
は
約
一
七
万
五
千
件
の
相
談
を
受
け

付
け
て
い
る

(

�)

。
こ
の
制
度
で
は
、
総
務
大
臣
の
委
嘱
の
も
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
民
間
有
識
者
約
五
千
名(

自
治
会
・
福
祉
団
体
・

婦
人
会
・
商
工
団
体
・
地
域
団
体
の
役
員
等)

が
全
国
に

｢

行
政
相
談
委
員｣

と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
行
政
相
談
委
員
は
、
行

政
相
談
委
員
法
二
条
一
項
に
よ
り
民
間
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
役
割
・
権
能
は
、
苦
情
の
内
容
に
応
じ
て
申
出
人

に
必
要
な
助
言
を
な
し

(

例
え
ば
、
そ
の
苦
情
が
申
出
人
の
法
令
の
不
知
あ
る
い
は
事
実
の
誤
認
に
基
づ
く
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き

に
は
、
そ
の
旨
を
説
明
す
る
な
ど)

、
関
係
行
政
機
関
や
総
務
省
に
そ
の
苦
情
を
通
知
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
当
該
行

政
機
関
等
に
お
け
る
処
理
の
結
果
を
申
出
人
に
通
知
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
通
知
と
は
、
単
に
あ
る
事
実
や
自
分
の
意
思
を
相

手
に
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
が

(

�)

、
行
政
相
談
委
員
が
関
係
行
政
機
関
等
に
直
接

｢

通
知｣

す
れ
ば
解
決
が
図
ら
れ
う
る
苦
情

(

例
え

ば
、
事
務
処
理
の
遅
延
等
に
関
す
る
苦
情
、
窓
口
職
員
の
不
親
切
等
応
接
態
度
に
関
す
る
苦
情
、
営
造
物
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
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苦
情
、
工
事
の
施
工
ま
た
は
監
督
に
関
す
る
苦
情
な
ど

(

�))

も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
総
務
省
に
通
知
す
る
も
の
と

さ
れ
、
行
政
相
談
委
員
は
苦
情
の
解
決
の
た
め
に
行
政
機
関
に
働
き
か
け
る
権
限
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
台
湾
の
監

察
委
員
が
地
方
を
巡
回
監
督
す
る
際
に
地
方
住
民
の
苦
情
申
立
を
直
接
受
け
付
け
て
い
る
点
を
と
ら
え
て
、
日
本
の
行
政
相
談
委
員

が
同
様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が

(

�)

、
日
本
の
行
政
相
談
委
員
は
台
湾
の
監
察
委
員
と
は
権
威
も
役
割
も

権
能
も
異
な
っ
て
い
る
。
行
政
相
談
委
員
は
、
苦
情
の
内
容
に
応
じ
て
、
申
出
人
へ
の
助
言
な
い
し
関
係
行
政
機
関
等
へ
の
通
知
で

解
決
が
可
能
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
総
務
省
に
通
知
す
る
も
の
で
あ
り
、
台
湾
・
監
察
院
の
ス
タ
ッ
フ
と
対
比
す
る
と
、
そ
の
役

割
・
権
能
は
、
監
察
委
員
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
監
察
院
内
の
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
窓
口
に
お
い
て
市
民
の
苦
情
申
立
を
受
け
付

け
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
職
員
に
近
い
印
象
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
事
案
に
よ
り
、
総
務
省
・
行
政
評
価
局
へ
の
通
知
が
な
さ
れ
る

こ
と
で
同
局
が
関
係
機
関
に
解
決
・
改
善
の
あ
っ
せ
ん
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
総
務
省
の
示
す
解
釈
に
よ
る
と
、
あ
っ
せ
ん
と
は
、

苦
情
を
自
ら
解
決
す
る
行
為
で
は
な
く
、
申
出
人
と
行
政
機
関
等
と
の
間
に
介
在
し
て
、
苦
情
の
原
因
が
除
去
さ
れ
、
苦
情
が
自
主

的
に
解
決
さ
れ
る
よ
う
促
進
す
る
行
為
で
あ
り
、
法
的
拘
束
力
を
有
さ
な
い
ゆ
る
や
か
な
改
善
意
思
の
表
示
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ

の
点
は
、
台
湾
に
お
い
て
も
、
監
察
院
は
、
行
政
院
に
対
し
業
務
や
施
設
に
つ
い
て
改
善
策

(

糾
正
案)

を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
行
政
院
が
改
善
し
な
い
場
合
の
担
保
措
置
が
な
い
た
め
実
効
性
に
乏
し
く
、
実
際
に
は
機
能
不
全
と
の
指
摘
も
あ
る

(

�)

。
な
お
、

行
政
相
談
委
員
は
そ
の
権
能
と
し
て
、
総
務
大
臣
に
対
し
て
、
業
務
の
遂
行
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
行
政
運
営
の
改
善
に
関
す
る
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

(

行
政
相
談
委
員
法
四
条)

、
こ
の
仕
組
み
が
行
政
運
営
の
改
善
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
る

(

�)

。

そ
の
他
、
行
政
相
談
委
員
が
受
け
付
け
た
苦
情
を
踏
ま
え
、
制
度
的
な
改
正
や
複
数
の
機
関
の
調
整
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
解
決
が

図
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
苦
情
事
案
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
、
高
い
識
見
を
有
す
る
公
平
な
第
三
者
と
し
て
大
学
教
授
・
法
曹
関

係
者
・
論
説
委
員
な
ど
の
民
間
有
識
者
に
参
集
を
求
め
、
懇
談
会
と
し
て
、｢
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議｣

を
開
催
し

(

�)

、
そ
の
議
を
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経
て
、
あ
っ
せ
ん
・
解
決
に
繋
げ
る
こ
と
も
あ
る

(

�)

。
現
在
、
行
政
苦
情
救
済
推

進
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
元
内
閣
法
制
局
長
官
、
千
葉

市
女
性
セ
ン
タ
ー
名
誉
館
長
、
元
環
境
庁
事
務
次
官
、
全
国
行
政
相
談
委
員
連

合
協
議
会
会
長
、
元
検
事
総
長
で
あ
り
、
そ
の
経
歴
な
ど
を
み
れ
ば
、
行
政
相

談
委
員
よ
り
も
、
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
の
メ
ン
バ
ー
の
方
が
、
台
湾
・
監

察
院
の
監
察
委
員
に
近
い
。
も
っ
と
も
、
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
の
メ
ン
バ
ー

は
、
監
察
院
に
所
属
す
る
監
察
委
員
と
は
身
分
も
違
え
ば
、
行
政
機
関
に
対
し

て
直
接
働
き
か
け
る
権
限
も
な
く
、
た
だ
、
総
務
省
の
あ
っ
せ
ん
を
権
威
づ
け

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
総
務
省
の
あ
っ
せ
ん
は
、
既
述
の
通
り
、
法

的
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
点
は
、
監
察
院
が
行
な
う

改
善
策
の
提
示
に
も
前
述
の
よ
う
に
担
保
措
置
の
面
で
実
効
性
の
問
題
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
わ
が
国
は
、
行
政
相
談
委
員
を
含
む
行
政
相
談
制
度
、
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
等
が
一
体
と
し
て
運
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
諸
外
国
に
お
け
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
と
同
様
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
と
し
て
、
平
成
六
年
、
国
際
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
協
会

(

正
会
員)

、
平
成
八
年
か
ら
は
、
ア
ジ
ア
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
協
会
に
も
加
盟
し
て
い
る
。
な
お
、
人
権
と
の
関
係
で

は
、
行
政
相
談
委
員
を
委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談
委
員
の
な
か
に
は
人
権
擁
護
委
員

(

�)

を
兼
務
し
て
い
る
者
も
多
い
。

わ
が
国
が
三
権
か
ら
五
権
に
な
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
が
、
最
後
に
、
苦
情
処
理
に
つ
い
て
は
、
独
立
機
関
が
行
な
う
の
で
な
け
れ

ば
、
適
切
な
処
理
が
行
な
わ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
右
に
み
た
よ
う
に
、
台
湾
の
監
察
院
に
よ
る
改

善
策
の
提
示
が
ど
の
程
度
実
効
性
を
発
揮
し
て
い
る
か
の
問
題
は
あ
る
と
し
て
も
、
右
の
制
度
が
政
府
横
断
的
に
独
立
し
た
機
関
と

神戸学院法学 第42巻第１号

168

｢国際監察組織会員分布図｣ の前で, 日本も
国際オンブズマン協会の会員になったことを
紹介する監察院スタッフ



(169)

し
て
機
能
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
わ
が
国
の
行
政
相
談
委
員
制
度
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

わ
が
国
の
公
正
取
引
委
員
会
は
独
占
禁
止
法
の
運
用
を
行
な
う
専
門
的
機
関
で
あ
り
、
職
権
行
使
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る

(

独
占
禁
止
法
二
八
条)

が
、
そ
れ
は
、
独
立
性
を
認
め
な
け
れ
ば
公
正
・
中
立
な
法
運
用
が
確
保
で
き
な
い
と
す
る
ア
メ
リ
カ
独

立
規
制
委
員
会
を
範
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
業
者
の
公
正
・
自
由
な
競
争
確
保
を
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
遂
行
官
庁
の
責
任
と
し
た
ら
、

政
策
遂
行
に
重
点
が
置
か
れ
、
中
小
企
業
・
消
費
者
の
利
益
が
顧
慮
さ
れ
な
い
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
現
に
、
わ

が
国
の
経
済
の
成
長
拡
大
が
望
ま
れ
た
時
代
に
は
、
競
争
政
策
、
中
小
企
業
・
消
費
者
の
利
益
は
、
二
の
次
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
は
、
地
方
レ
ベ
ル
で
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
観
光
土
産
品
に
不
当
表
示
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
観

光
行
政
に
支
障
を
き
た
す
た
め
、
公
表
を
取
り
や
め
て
や
わ
ら
か
な
是
正
指
導
に
留
め
る
等
で
あ
る
。
近
時
東
北
大
震
災
で
の
原
子

力
発
電
所
事
故
を
き
っ
か
け
に
、
経
済
産
業
省
に
付
属
し
て
い
る
原
子
力
安
全
・
保
安
院
が
、
安
全
面
へ
の
配
慮
が
足
り
な
い
と
し

て
、
内
外
か
ら
、
独
立
し
た
原
子
力
規
制
庁
に
変
え
る
よ
う
指
摘
を
受
け
た
の
も
、
独
立
機
関
が
必
要
と
さ
れ
る
一
例
と
言
え
よ
う

(

�)

。

か
つ
て
、
市
民
が
行
政
処
分
に
つ
い
て
当
該
行
政
庁
あ
る
い
は
上
級
行
政
庁
に
不
服
を
申
し
立
て
、
そ
の
や
り
直
し
を
求
め
る
権
利

を
行
使
す
る
制
度
を
定
め
る
行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
が
議
論
さ
れ
た
と
き
も

(

�)

、
も
と
の
行
政
処
分
に
直
接
関
与
し
て
い
な
い
職
員

を
不
服
申
立
に
対
応
す
る
審
理
手
続
の
主
宰
者

(

審
理
員)

と
す
る
こ
と
で
公
正
性
を
確
保
し
よ
う
と
の
手
法
が
検
討
さ
れ
た
。
け

れ
ど
も
理
屈
で
は
一
見
そ
う
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
審
理
員
は
、
も
と
の
行
政
処
分
に
直

接
関
与
し
て
い
な
い
と
い
え
ど
も
や
は
り
職
員
で
あ
り
、
し
か
も
多
く
の
場
合
、
審
査
庁

(

上
級
庁)

は
、
も
と
の
行
政
処
分
を
行

な
っ
た
行
政
庁
と
同
じ
系
統
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
審
理
員
の
候
補
者
は
左
遷
さ
れ
た
窓
際
族
し
か
い
な
い
な
ど
と
、
そ
の
公
正
・
中

立
性
に
関
す
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

(

�)

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
台
湾
の
監
察
院
・
監
察
委
員
制
度
は
、
わ
が
国
を
含
め
他
国
に
は
存
在
し
な
い
、
行
政
に
対
す
る
苦
情
へ
の
対
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応
シ
ス
テ
ム
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
。

(
�)
日
本
語
へ
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
原
田
松
三
郎
・
元
神
戸
市
外
国
語
大
学
教
授
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。

(

�)
考
試
権
は
、
公
務
員
の
選
考
権
で
あ
り
、
考
試
院
は
、
公
務
員
の
選
考
、
身
分
保
障
、
福
利
厚
生
、
退
職
な
ら
び
に
任
免
、
勤
務
評

定
、
俸
給
、
昇
進
、
転
任
お
よ
び
褒
賞
に
係
る
法
制
事
項
を
所
掌
す
る
人
事
機
関
で
あ
る

(

考
試
院
組
織
法
六
条
一
項)

。

(

�)

そ
の
他
に
、
公
務
員
の
財
産
申
告
を
受
理
し
た
り
、
会
計
監
査
を
行
な
っ
た
り
す
る
。

(

�)

小
川
尚

『

明
代
都
察
院
体
制
の
研
究』

(

汲
古
書
店
、
二
〇
〇
四
年)

五
頁
。

(

�)

専
門
用
語
の
日
本
語
訳
は
、
お
お
む
ね
、
社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
事
務
局

｢

台
湾
監
察
院
一
行
全
相
協
を
表
敬

訪
問｣

(

行
政
苦
情
救
済
＆
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
二
〇
〇
二
年
四
号
六
四
頁)

に
よ
る
。

(

�)

そ
の
他
、
陽
光
四
法(

政
党
法
・
遊
説
法
・
政
治
献
金
法
・
公
職
人
員
財
産
申
報
法)

の
規
定
に
よ
り
、
公
務
員(

総
統
・
副
総
統
・

中
央
政
府
の
長
・
地
方
の
長
・
地
方
議
員)

の
財
産
申
告
を
受
理
し
、
不
合
理
な
点
が
あ
れ
ば
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た

｢

台
湾
最
高
行
政
法
院
裁
判
官
と
大
阪
弁
護
士
会
行
政
問
題
委
員
会
と
の
懇
談
会｣

(

司
会
・
山
村
恒
年
弁
護
士)

に
お
い
て
、
台
湾
・
司
法
院
の

｢

行
政
訴
訟
お
よ
び
懲
戒
庁｣

(

同
庁
は
、
行
政
訴
訟
法
改
正
、
公
務
員
懲

戒
関
係
の
法
政
策
等
を
担
う
。
司
法
院
に
は
、
①
民
事
庁
、
②
刑
事
庁
、
③
行
政
訴
訟
お
よ
び
懲
戒
庁
、
④
少
年
お
よ
び
家
事
庁
、
⑤
司

法
行
政
庁
の
五
庁
が
あ
る)

の
許
金
釵
庁
長

(

裁
判
官
資
格
を
有
し
、
裁
判
官
経
験
を
積
ん
で
司
法
院
に
戻
っ
た
女
性)

か
ら
受
け
た
説

明
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
・
検
察
官
の
懲
戒
事
件
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
公
務
員
懲
戒
委
員
会
で
審
理
し
て
い
た
が
、
司
法
の
独
立
を

守
る
た
め
ド
イ
ツ
法
を
モ
デ
ル
に
裁
判
官
法
を
改
正
し
、
そ
れ
ら
は
懲
戒
委
員
会
か
ら
職
務
法
廷
に
移
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、

司
法
院
の
位
置
づ
け
は
わ
か
り
に
く
い
。
蔡
秀
�
・
大
阪
経
済
法
科
大
学
教
授
に
よ
れ
ば
、
台
湾
で
は
、
憲
法
上
、
司
法
院
は
、｢

国
家

の
最
高
の
司
法
機
関｣

(

憲
法
七
七
条)

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
司
法
四
元
制
度
が
採
ら
れ
て
お
り
、
司
法
院
は
、
司
法

機
関
で
は
な
く
、
四
法
廷

(

憲
法
訴
訟
法
廷
・
民
事
訴
訟
法
廷
・
刑
事
訴
訟
法
廷
・
行
政
訴
訟
法
廷)

を
行
政
的
に
統
括
す
る
司
法
行
政
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機
関
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り

(

二
〇
〇
一
年
大
法
官
五
三
〇
号
解
釈)

現
在
、
ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
と
し
た

｢

司

法
一
元｣

な
ど
の
改
正
案
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

(
�)
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
に
監
察
院
は
、
五
七
九
件
に
譴
責
権
を
発
動
し
、
一
五
四
〇
名
の
公
務
員
を
処
分
し
て
お
り
、

こ
の
権
限
は
、
適
切
に
行
使
さ
れ
れ
ば
、
か
な
り
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る

(

青
山
武
憲

｢

中
華
民
国
監
察
院
制
度｣

社
会
科
学
討
究
四
二

巻
一
号
二
〇
四
頁)

。
譴
責
対
象
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
、
公
立
学
校
の
先
生
が
き
ち
ん
と
授
業
を
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。

(

�)

行
政
院
の
下
部
機
関

(

中
央
省
庁)

と
し
て
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
機
関
が
あ
り
、
括
弧
内
の
委
員
会
が
各
々
に
対
応
す
る
監
察

院
に
お
け
る
関
係
委
員
会
で
あ
る
。
外
交
部

(

外
交
・
僑
政
委
員
会)

、
国
防
部

(

国
防
・
情
報
委
員
会)

、
財
政
部
・
中
央
銀
行
・
主
計

処
・
経
済
部
・
経
済
建
設
委
員
会
・
農
業
委
員
会
・
環
境
保
護
署
・
原
子
力
委
員
会

(

財
政
・
経
済
委
員
会)

、
教
育
部
・
国
家
科
学
委

員
会

(

教
育
・
文
化
委
員
会)
、
交
通
部

(

交
通
・
採
購
委
員
会)

。

(

�)

考
試
院
に
関
す
る
監
察
院
関
係
委
員
会
は
内
政
・
少
数
民
族
委
員
会
、
司
法
院
に
関
す
る
監
察
院
関
係
委
員
会
は
司
法
・
獄
政
委
員

会
で
あ
る
。
行
政
院
の
下
部
機
関
に
つ
い
て
は
、
注(

�)

。

(

�)

二
〇
一
一
年
夏
、
筆
者
の
同
行
し
た
台
湾
調
査
団

(

既
述)

が
監
察
院
を
訪
問
し
た
際
、
陳
進
利
・
副
院
長
か
ら
受
け
た
説
明
に
よ

る
。

(

�)

司
法
院
大
法
官
釈
字
三
二
五
号
の
解
釈
に
よ
る
。
ま
た
、
訴
え
の
内
容
が
裁
判
官
の
自
由
心
証
に
係
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
監
察
院
が

職
権
を
行
使
す
る
範
囲
で
は
な
い

(

司
法
院
大
法
官
釈
字
一
四
号
の
解
釈
に
よ
る)

。

(

�)

こ
の
点
は
、
わ
が
国
で
も
、
行
政
不
服
審
査
制
度
・
行
政
事
件
訴
訟
制
度
に
は
、
一
定
の
申
立
期
間
・
出
訴
期
間
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
事
案
が
そ
れ
ら
の
救
済
制
度
の
対
象
で
あ
る
場
合
、
行
政
相
談
委
員

(

後
出
、
第
五
章
参
照)

に
よ
る
事
案
の
処
理
が
遅
延
し
て
い

る
う
ち
に
、
申
立
期
間
・
出
訴
期
間
の
経
過
に
よ
り
、
申
出
人
の
権
利
利
益
が
失
な
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。

(

�)

監
察
院
が
処
理
す
べ
き
事
案
の
中
で
最
も
多
い
の
は
、
土
地
に
関
係
す
る
事
案
で
あ
り
、
都
市
計
画
、
土
地
の
測
量
、
土
地
収
用
に

か
か
る
政
府
の
補
償
額
が
低
い
と
す
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
次
に
多
い
の
は
、
司
法
事
案
で
、
裁
判
官
の
不
公
平
、
引
用
法
律
の
条
項
の
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不
適
切
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る

(

社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
事
務
局

｢

台
湾
監
察
院
一
行
全
相
協
を
表
敬
訪
問｣

(
行
政
苦
情
救
済
＆
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
二
〇
〇
二
年
四
号
六
六
頁)

。

(
�)
監
察
院
に
お
け
る
市
民
の
文
書
の
受
理
・
処
理
に
関
す
る
法(

監
察
院
收
受
人
民
書
�
及
處
理
辨
法)

、
監
察
院
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー

設
置
要
項

(

監
察
院
陳
情
受
理
中
心
要
點)

等
。

(

�)

監
察
院
が
二
〇
〇
〇
年

(

一
年
間)

に
受
理
し
た
苦
情
申
立
は
一
万
五
千
八
三
八
件
で
、
そ
の
う
ち
内
容
が
重
複
し
て
い
る
も
の
が

五
千
九
二
四
件(
三
七
・
四
％)

あ
る(

社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
事
務
局｢

台
湾
監
察
院
一
行
全
相
協
を
表
敬
訪
問｣

(

行
政
苦
情
救
済
＆
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
二
〇
〇
二
年
四
号
六
六
頁)

。

(

�)

監
察
院
が
二
〇
〇
〇
年

(

一
年
間)

に
受
理
し
た
苦
情
申
立

(

内
容
が
重
複
し
て
い
る
も
の
を
除
く)

の
う
ち
、
監
察
院
の
職
権
に

属
さ
な
い
も
の
の
割
合
は
、
二
二
・
九
％
で
あ
る

(

社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
事
務
局

｢

台
湾
監
察
院
一
行
全
相
協
を

表
敬
訪
問｣

(

行
政
苦
情
救
済
＆
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
二
〇
〇
二
年
四
号
六
六
頁)

。

(

�)

恩
地
紀
代
子

｢

台
湾
・
監
察
院
見
学
記｣

(

神
戸
学
院
法
学
四
一
巻
二
号
一
二
三
頁)

。

(

�)

監
察
法
施
行
細
則
等
。

(

�)

監
察
院
で
は
毎
日
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
順
序
に
従
っ
て
監
察
委
員
が
一
人
、
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
で
市
民
の
苦
情
申
立
を
受
理

し
て
お
り
、
市
民
は
も
し
監
察
院
の
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
の
そ
の
日
の
当
番

(

日
直)

監
察
委
員
の
姓
名
を
知
り
た
け
れ
ば
、
監
察
院
苦

情
受
理
セ
ン
タ
ー
の
専
用
電
話

(

〇
二
―
二
二
四
一
三
一
八
三
内
線
八
八
二)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

監
察
委
員
が
各
地
域
の
機
関
を
巡
回
監
督
す
る
日
時
と
場
所
、
市
民
の
苦
情
申
立
を
受
理
す
る
時
間
・
地
点
は
、
監
察
院
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト

｢

巡
回
監
督
行
事
暦｣

に
記
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
各
地
方
政
府
の
公
報
に
も
登
載
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
は
、
監
察

院
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
あ
る
い
は
所
在
地
の
地
域
の
役
所
で
、
地
方
機
関
巡
回
監
督
の
日
時
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

	)

監
察
院
が
ま
だ
派
遣
調
査
を
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
他
の
監
察
委
員
の
自
主
的
調
査
が
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
委
員
自
身
が
担
当
す
る

調
査
の
う
ち
ま
だ
完
了
し
て
い
な
い
も
の
の
件
数
が
二
〇
件
以
下
で
あ
れ
ば
、
自
主
的
調
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(

�)

監
察
院
の
苦
情
受
理
セ
ン
タ
ー
で
、
そ
の
日
の
当
番

(

日
直)

の
監
察
委
員
が
接
見
し
た
と
き
、
同
委
員
は
、
原
則
と
し
て

(

そ
の

事
案
に
つ
い
て
、
す
で
に
監
察
院
が
派
遣
調
査
を
し
て
い
た
り
、
そ
の
他
の
監
察
委
員
が
自
主
的
調
査
を
行
な
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は

調
査
が
完
了
し
て
関
係
委
員
会
で
処
理
中
で
あ
る
な
ど
の
場
合
を
除
い
て)

、
自
主
的
調
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
自
主
的
調

査
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

(

�)

台
湾
の
行
政
訴
訟
法
は
、
二
〇
一
一
年
五
月
に
改
正
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
九
月
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。
改
正
の
内
容
の
一
つ
に
、
審

級
制
度
が
あ
る
。
従
前
の
二
審
二
級
制
度

(

高
等
行
政
裁
判
所
↓
最
高
行
政
裁
判
所)

が
、
二
審
三
級
に
改
め
ら
れ
、
交
通
事
件
な
ど
簡

単
・
大
量
で
迅
速
に
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
事
件
は
、
高
等
行
政
裁
判
所
の
前
に
、
地
方
裁
判
所

(

普
通
裁
判
所)

の
な
か
に
設
け

ら
れ
た
行
政
訴
訟
法
廷
で
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
。

(

�)

監
察
院
が
二
〇
〇
〇
年

(
一
年
間)

に
受
理
し
た
苦
情
申
立

(

内
容
が
重
複
し
て
い
る
も
の
を
除
く)

の
う
ち
、
具
体
性
の
な
い
も

の

(

総
督
府
や
監
察
院
を
誹
謗
す
る
も
の)

の
割
合
は
、
二
二
・
一
％
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

(

社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議

会
事
務
局

｢

台
湾
監
察
院
一
行
全
相
協
を
表
敬
訪
問｣

(

行
政
苦
情
救
済
＆
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
二
〇
〇
二
年
四
号
六
六
頁)

。

(

�)

〇
二
―
二
三
四
一
三
一
八
三
内
線
六
六
二
。

(

�)

社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
事
務
局

｢

台
湾
監
察
院
一
行
全
相
協
を
表
敬
訪
問｣

行
政
苦
情
救
済
＆
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

二
〇
〇
二
年
四
号
六
六
頁
。

(

�)

経
済
的
・
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約

(

社
会
権
規
約
、
Ａ
規
約)

、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際

規
約

(

自
由
権
規
約
、
Ｂ
規
約)

は
、
人
権
に
関
す
る
多
国
間
条
約
で
あ
る
。

(

�)
『

監
察
院
は
あ
な
た
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
？

(

監
察
院
能
為�

做
什
麼
事
？)』

(

二
〇
一
一
年
四
月)

四
六
頁
。
わ
が
国
の
行

政
相
談
に
お
い
て
も
、
年
金
・
社
会
福
祉
な
ど
、
国
民
の
日
常
生
活
あ
る
い
は
個
人
の
権
利
・
利
益
と
密
接
に
関
連
す
る
事
案
が
多
く
処

理
さ
れ
て
い
る(

安
保
克
也｢

行
政
相
談(

委
員)

制
度
に
期
待
さ
れ
る
も
の｣
季
刊
行
政
相
談
一
二
八
号
四
三
頁
、
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
・
行
政
相
談
の
実
績)

。
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(

�)

国
内
人
権
機
関
と
い
う
用
語
は
、
国
連
で
使
わ
れ
て
い
るN

atio
n

al
H

u
m

an
R

ig
h

ts
In

stitu
tio

n

の
日
本
語
訳
で
あ
る
。
国
連
で

は
、
人
権
の
推
進
と
保
護
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
国
家
機
関
の
こ
と
を
総
称
し
て
、
国
内
人
権
機
関
と
呼
ん
で
い
る
。
国
連
は
、
人
権
基

準
の
設
定
が
進
む
に
つ
れ
、
国
際
的
な
人
権
基
準
を

｢

国
内
で｣

実
施
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
国
内
シ
ス
テ
ム
、
と
く
に
、
人
権
の
推

進
と
保
護
の
た
め
の
国
内
機
関

(

国
内
人
権
機
関)

の
あ
り
方
に
強
い
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

(

日
本
弁
護
士
連
合
会

『

政

府
か
ら
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
設
立
の
た
め
に』

(

二
〇
一
一
年
一
月)

四
頁)

。

(

�)

台
湾
で
は
、
憲
法
の
改
正
・
陽
光
四
法
の
制
定
施
行
・
地
方
政
府
の
改
制
・
行
政
区
域
の
範
囲
変
更
な
ど
に
伴
な
っ
て
、
監
察
職
権

行
使
の
範
囲
は
変
更
し
て
い
る
が
、
監
察
委
員
が
独
立
し
て
職
権
を
行
使
し
、
市
民
の
権
益
を
保
障
す
る
精
神
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

(

�)

過
去
の
世
論
調
査

(
昭
和
四
八
年
、
同
五
四
年
、
平
成
二
年)

に
よ
れ
ば
、
認
知
度
は
三
〇
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、｢

国
民

の
行
政
相
談
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
処
し
た
行
政
相
談
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
結
果
報
告
書｣

(

平
成
一
六
年
三
月
�
全
国
行
政

相
談
委
員
連
合
協
議
会)

に
よ
る
と
、
八
割
か
ら
九
割
が
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
苦
情
の
受
付
を

｢

知
ら
な
い｣

と
回
答
し
て
い
る

(

行

政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会

｢

行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書｣

二
〇
〇
九
年
八
七
頁)

。

(

�)

平
成
二
二
年
度
に
お
け
る
総
務
省

(
本
省
管
区
行
政
評
価
局
及
び
行
政
評
価
事
務
所)

及
び
行
政
相
談
委
員
が
処
理
し
た
件
数
は
一

七
万
六
五
三
一
件

(

そ
の
う
ち
行
政
相
談
委
員
が
受
付
け
た
も
の
は
五
五
％)

で
あ
る

(

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ)

。

(

�)

行
政
相
談
委
員
に
よ
る
行
政
相
談
は
、
定
例
相
談
所

(

市
役
所
や
公
民
館
な
ど)

に
お
い
て
、
毎
年
四
万
回
前
後

(

行
政
相
談
委
員

一
人
平
均
年
間
八
回
程
度)

と
、
遠
隔
地
の
市
民
の
利
便
の
た
め
の
巡
回
相
談
が
毎
年
五
〜
七
千
回
開
催
さ
れ
て
い
る

(

行
政
相
談
委
員

制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会

｢

行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書｣

六
頁)

。

(

�)

行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会

｢

行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書｣

四
二
頁
。

(

�)
｢

行
政
相
談
委
員
業
務
実
施
要
領

(

昭
和
五
九
年
七
月
一
日
総
務
省
長
官
決
定)

抄｣

第
四
は
、
本
文
に
紹
介
し
た
事
項
を
、｢

簡
易

な
も
の
で
、
か
つ
、
関
係
行
政
機
関
等
に
通
知
す
れ
ば
解
決
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る｣

苦
情
内
容
の
例
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

(

	)

社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
事
務
局

｢

台
湾
監
察
院
一
行
全
相
協
を
表
敬
訪
問｣

(

行
政
苦
情
救
済
＆
オ
ン
ブ
ズ
マ
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ン
二
〇
〇
二
年
四
号
六
四
頁)

。

(
�)

恩
地
紀
代
子

｢

台
湾
・
監
察
院
見
学
記｣

神
戸
学
院
法
学
四
一
巻
二
号
一
二
三
頁
。

(
�)
芝
池
義
一

『

行
政
法
読
本

[

第
二
版]』

二
一
二
頁
。
郵
便
局
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
各
種
手
続
用
紙
の
文
字
は
、
現
在
は
黒
色

で
あ
る
が
、
従
前
は
赤
色
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
高
齢
者
に
と
っ
て
白
地
に
赤
は
見
え
に
く
い
と
の
行
政
相
談
委
員
意
見
が
端
緒
と
な
っ
た

身
近
な
改
善
事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

(｢

行
政
相
談
制
度
・
行
政
相
談
委
員
制
度
の
概
要｣

(

行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関

す
る
研
究
会)
第
一
回
説
明
資
料
一
・
二
五
頁)

。

(

�)

総
務
省
の
地
方
支
分
部
局

(

管
区
行
政
評
価
局
・
行
政
評
価
事
務
所)

の
場
合
は
、
そ
の
長
が
開
催
す
る
。

(

�)

例
え
ば
、
平
成
一
〇
年
、
薬
剤
師
国
家
試
験
の
合
格
発
表
日
に
関
し
、｢

新
年
度
に
な
っ
て
か
ら
で
は
、
就
職
す
る
学
生
に
も
、
採

用
す
る
病
院
・
製
薬
会
社
等
に
も
不
都
合
が
あ
る

(

不
合
格
で
あ
っ
た
場
合
―
平
成
一
〇
年
度
の
合
格
率
は
七
三
％
―
の
就
職
し
た
学
生

の
精
神
的
不
安
、
採
用
し
た
病
院
等
の
補
充
困
難
性
。
合
格
し
た
場
合
の
仮
採
用
・
本
採
用
手
続
の
二
度
手
間)

の
で
、
年
度
内
に
繰
り

上
げ
て
欲
し
い｣

と
い
う
行
政
相
談
を
受
け
、
総
務
庁

(

現
総
務
省)

長
官
が
開
催
す
る
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
で
意
見
を
聴
取
す
る

な
ど
検
討
し
た
結
果
、
厚
生
省

(

現
厚
生
労
働
省)

に
対
し
て
、
年
度
内
く
り
あ
げ
の
あ
っ
せ
ん
が
、
三
月
末
ま
で
に
回
答
を
求
め
て
、

な
さ
れ
て
い
る

(

総
監
第
三
三
六
号
平
成
一
〇
年
一
〇
月
八
日)

。
厚
生
省
は
、
薬
学
系
大
学
の
少
数
意
見
等
を
引
き
合
い
に
、
五
月
に

｢

現
時
点
に
お
い
て
あ
っ
せ
ん
に
沿
っ
た
試
験
の
合
格
発
表
の
年
度
内
繰
り
上
げ
は
困
難｣

と
の
回
答
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
四
月

か
ら
の
就
職
に
配
慮
し
て
、
現
在
で
は
年
度
内
に

(

平
成
二
四
年
は
三
月
三
〇
日)

に
合
格
発
表
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

(

�)

人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
二
〇
一
二
年
一
月
現
在
、
全
国
で
約
一
万
四
千
人
が
活
動
し
て
い

る
。
元
教
員
や
元
公
務
員
、
自
営
業
者
な
ど
が
選
ば
れ
、
地
域
で
法
務
局
職
員
と
人
権
侵
害
事
案
の
調
査
や
救
済
に
あ
た
っ
た
り
、
人
権

啓
発
活
動
を
し
た
り
し
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
九
月
現
在
、
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
の
会
長
は
、
内
田
博
文
・
神
戸
学
院
大
学
教
授
。

(

�)

原
子
力
安
全
・
保
安
院
は
、
本
来
、
公
正
・
中
立
に
安
全
規
制
を
行
な
う
立
場
だ
が
、
原
子
力
利
用
を
推
進
す
る
経
済
産
業
省
の
な

か
に
あ
る
た
め
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

(

国
際
原
子
力
機
関)

か
ら
も
、
保
安
院
の
独
立
性
を
担
保
す
る
よ
う
指
摘
さ
れ
た
。
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(

�)

平
成
二
〇
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
右
改
正
法
案
は
廃
案
と
な
り
、
現
在
、
政
府
に
お
い
て
新
た
な
検
討
が
進
行
し
て
い
る
。

(
�)

恩
地
紀
代
子

｢

行
政
不
服
審
査
法
案
に
つ
い
て｣

経
営
実
務
法
研
究
一
二
号
三
五
頁
。
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